
横浜市信用保証協会の現況
DISCLOSURE

2023

横
浜
市
信
用
保
証
協
会
の
現
況
　
　D

IS
C

L
O

S
U

R
E

 2
0

2
3



■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　横浜市信用保証協会の現況 DISCLOSURE 2023　■

目　次

英字のG （GUARANTEE ［保証］）をモチーフとして、
その中に三つの楕円が接した形状で構成しています。
この三つの楕円は信用保証協会の存在を表しています。

１つ目の楕円は中小企業
２つ目の楕円は金融機関
３つ目の楕円は当協会

この楕円が結び合い、関連性や融合性を深めています。
この三つの楕円の形状を英字のＹ（横浜YOKOHAMA）としています。
記章（マーク）全体は曲線部分を多くとりいれ、柔軟性と優しさを
表現しています。
色（カラー）は、みなと横浜のイメージにあったブルーを基調とし、
さわやかさを強調しています。
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ご挨拶

横浜市信用保証協会
会長　横山　日出夫

平素より、横浜市信用保証協会に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、前年度の事業実績や本年度の経営計画などをご報告する「横浜市信用保証協

会の現況 DISCLOSURE 2023」を作成いたしました。信用保証制度や当協会の取組につい
てご理解を深めていただく一助になれば幸いです。

さて、令和４年度の横浜経済は、新型コロナウイルス感染症による社会経済活動への影
響も和らぎ、全体として緩やかな回復となりました。しかし、市内事業者の皆さまにおかれ
ては、資金繰り、後継者不足、デジタル化対応などの様々な課題を抱えながら、急激なエ
ネルギー・原材料高、進まない価格転嫁、歴史的な円安、深刻な人手不足などに直面する
厳しい一年となりました。

こうした厳しい経営環境がシームレスに５年度へと続く中、多くの市内事業者の皆さま
がいわゆるゼロゼロ融資の返済を迎えられています。これまで以上に、お客さまに寄り
添った資金繰り支援をはじめ、ポストコロナの新しい価値観や縮小する市場などの環境の
変化にも対応できる持続可能な経営支援の重要性が高まっています。さらに、スタート
アップをはじめ、経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた積極的なアクションも
求められています。

当協会としては、ゼロゼロ融資からの借り換えを含む多様な資金需要に対応するために
本年１月に改正された「伴走支援型特別保証制度」や、３月に創設された経営者保証を不
要とする「スタートアップ創出促進保証制度」をはじめ、市内事業者の皆さまのライフス
テージやニーズに適った金融支援に全力で取り組むとともに、中小企業診断士などが訪問
の上、改善提案などをさせていただく「専門家派遣事業」などの経営支援に積極的に取り
組んでまいります。

これらはいずれも金融機関や支援機関、国や横浜市の皆さまとの連携が大変重要になっ
てまいります。これまで以上に顔の見える関係を築かせていただき、情報共有の深度を高
め、お客さまにとって最適なサービスをご提供できるよう、地域の一員として、ともに汗を
かかせていただく所存です。

そのためにも、デジタル技術を活用し、利便性の向上や業務の効率化を推進するととも
に、健康経営の下、課題解決のお役に立てる人材の育成に引き続き取り組んでまいりま
す。また、Y-SDGs認証（Superior：上位）の取得団体として、市内事業者の皆さまととも
に、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

本年度も、イメージキャラクター「ハマ福」とともに、皆さまに親しまれ信頼される保証
協会を目指し、経営者・従業員・ご家族の皆さまの幸せのため、ひいては横浜経済発展の
ため、役職員一同全力を尽くしてまいります。引き続きのご支援、お力添えを賜りますよ
う、心よりお願い申し上げます。

 令和５年７月
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プロフィール

私たちは、信用保証と経営支援を通じて
中小企業の「明日」を応援し

横浜経済の活力ある発展に貢献します。

経営ビジョン

横浜市信用保証協会は、第２次世界大戦で荒廃した国土復興の槌音が高まる中、横浜市が中心となって、
金融機関、商工会議所、商工組合中央会、業者団体等の協力を得て、全国で４番目、戦後最初の信用保証協
会として発足しました。

創 立 昭和22年11月29日

人 格 信用保証協会法に基づく法人

目 的 中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑
化を図ることを目的とする。（定款第１条）

基 本 財 産 281億円（令和５年３月31日現在）

保 証 債 務 残 高 43,996件、6,008億円（同上）

利 用 企 業 者 数 25,609者（同上）

事 務 所 本　　所　　中区山下町22　山下町SSKビル９階、10階
北部支所　　港北区新横浜3-9-18　新横浜TECHビルＢ館６階
西部支所　　西区北幸1-6-1　横浜ファーストビル７階
南部支所　　港南区上大岡西1-6-1　ゆめおおおかオフィスタワー22階　

役 職 員 数 104名（令和５年４月１日現在）

●経営理念
中小企業者の良きパートナーとして金融の円滑化を図り、地域経済や社会の発展に貢献するとともに、 

日々の業務を遂行するにあたり、関係法令および諸規程を遵守し、役職員協調のもと互いに研鑽に励み、 
真に信頼される協会の運営を目指します。

●役割
信用保証協会法に基づき設立された認可法人で、中小企業・小規模事業者の皆さまがお借入をするときの 

「公的な保証人」となり、事業資金の調達をスムーズにする役割を担い、横浜市内約25,000企業の皆さまに 
ご利用いただいています。

以下の経営ビジョンのもと、『横浜の中小企業の「明日」を身近でサポート』していきます。
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●●沿革沿革
昭和22年11月29日 社団法人横浜信用保証協会設立

昭和24年10月21日 財団法人横浜信用保証協会に変更

昭和29年10月11日 信用保証協会法に基づく認可法人に組織変更

昭和29年11月 １日 横浜市信用保証協会設立登記

昭和40年 ９月 １日 鶴見支所開設

昭和41年 ４月 １日 南連絡所開設

昭和45年 ９月 １日 保土ケ谷連絡所開設

昭和47年 ４月 １日 神奈川連絡所開設

昭和52年 ６月 １日 神奈川連絡所と保土ケ谷連絡所を統合し西部支所を開設

昭和54年 ４月 １日 南連絡所を南部支所に昇格

平成22年 ７月20日 鶴見支所を移転し、北部支所として開設

平成27年 ５月 ７日 西部支所を移転

●役員構成
役職名 氏　名 備　考

会　　長 横　山　日出夫 常　勤 前　横浜市財政局長

専務理事 中　嶋　章　夫 常　勤 前　横浜市信用保証協会　常勤理事兼総務部長

常務理事 宇都木　　　朗 常　勤 前　横浜市総務局危機管理室長

常勤理事 内　海　英　明 常　勤 横浜市信用保証協会　総務部長

理　　事 大　前　　　茂 非常勤 横浜信用金庫　理事長

理　　事 石　川　清　貴 非常勤 一般社団法人 横浜市商店街総連合会　会長

理　　事 三　村　智　之 非常勤 株式会社 神奈川銀行　取締役会長

理　　事 星　﨑　雅　代 非常勤 横浜市　経済局長

理　　事 木戸口　昌　己 非常勤 株式会社 商工組合中央金庫　執行役員　神奈川営業部長 
（横浜支店長　兼　川崎支店長　兼　横浜西口支店長）

理　　事 新　井　英　輔 非常勤 公益社団法人 横浜貿易協会　会長

理　　事 加　藤　卓　郎 非常勤 一般社団法人 横浜市工業会連合会　会長

理　　事 小　峰　　　直 非常勤 横浜商工会議所　副会頭

理　　事 髙　野　　　堅 非常勤 一般社団法人 横浜銀行協会　専務理事

監　　事 前　田　　　健 常　勤 前　横浜市信用保証協会　管理部長

監　　事 猪　鼻　久　義 非常勤 公認会計士・税理士
（令和５年７月１日現在）
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●組織図

会　　長

専務理事

常務理事

常勤理事

常勤監事

コンプライアンス統括室

総務部

経営支援部

管理部

総務課

企画情報課

経営支援課

期中支援課

保証統括課

保証課

保証課

保証課

保証課

北部支所

経営支援室

西部支所

南部支所

管理統括課

管理第一課

管理第二課

保証業務、経営支援業務、
創業支援、金融相談

保証業務、経営支援業務、
創業支援、金融相談

保証業務、経営支援業務、
創業支援、金融相談

保証業務、経営支援業務、
創業支援、金融相談

管理回収業務の統括・
調整及び指導、代位弁済、
信用保険、法的措置

有担保求償権の管理回収

無担保求償権の管理回収

保証業務の統括・
調整及び指導

期中支援
（事故報告、条件変更）

経営改善支援・再生支援・
事業承継支援

企画、広報、システムの
維持・運用、管理

庶務、人事、給与、労務、
予算、決算、保証料、
賃金運用、危機管理対策

コンプライアンス、
内部監査

（令和５年７月１日現在）
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コンプライアンス

●横浜市信用保証協会倫理憲章

●コンプライアンス体制図

当協会では、「横浜市信用保証協会倫理憲章」を制定するとともに、コンプライアンス経営を構築するため、当協会では、「横浜市信用保証協会倫理憲章」を制定するとともに、コンプライアンス経営を構築するため、
「コンプライアンス体制」を整えて、コンプライアンスの実践に取り組んでいます。「コンプライアンス体制」を整えて、コンプライアンスの実践に取り組んでいます。

・ 信用保証協会の持つ社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、自己責任の原則に基づく健全な業務運
営を通じて、揺るぎない信頼の確立を図ります。

信用保証協会の公共性と社会的責任

・あらゆる法令を厳格に遵守し、社会的規範に反することのない誠実、かつ公正な企業活動を遂行します。

法令やルールの厳格な遵守

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力（不当要求行為）とは、断固として対決します。

反社会的勢力（不当要求行為）との対決

・広く住民とのコミュニケーションを図りながら、地域社会への貢献に努めます。

地域社会に対する貢献

・日々の業務の遂行にあたっては、常にお客さまの立場にたって、誠実、かつ親切に対応します。

誠実な職務の遂行

・ 中小企業者や社会のニーズに的確に応えるため、一層、高度な専門的知識の吸収に努めるとともに、俊敏
な行動力を発揮し、質の高い「信用保証」サービスを提供することにより、地域経済の発展に貢献します。

質の高い信用保証サービス
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個人情報保護宣言
業務上、お客さまの個人情報を取得・利用等をさせていただきますが、お客さまの個人情報の取扱いにつ

いて以下の方針で取り組み、適正な個人情報の保護に努めています。 

１．個人情報に関する法令等の遵守１．個人情報に関する法令等の遵守
当協会は個人情報の保護に関する法律（平成15年当協会は個人情報の保護に関する法律（平成15年

法律第57号）などの法令およびガイドライン等を遵法律第57号）などの法令およびガイドライン等を遵
守して、お客さまの個人情報を取り扱います。守して、お客さまの個人情報を取り扱います。

２．個人情報の取得・利用・提供２．個人情報の取得・利用・提供
当協会では、信用保証業務の適切な運営の遂行の当協会では、信用保証業務の適切な運営の遂行の

ためにお客さまの個人情報を適正に取得し、利用しためにお客さまの個人情報を適正に取得し、利用し
ます。なお、利用目的の詳細につきましては当協会ます。なお、利用目的の詳細につきましては当協会
ホームページ（または備え付けのパンフレット）の「個ホームページ（または備え付けのパンフレット）の「個
人情報保護法に基づく公表事項に関するご案内」の人情報保護法に基づく公表事項に関するご案内」の
１．「当協会が取り扱う個人情報の利用目的」に公表１．「当協会が取り扱う個人情報の利用目的」に公表
しておりますのでご覧ください。 しておりますのでご覧ください。 

取得したお客さまの個人情報は、法令等に定める取得したお客さまの個人情報は、法令等に定める
一定の場合を除き、上記記載の利用目的以外には使一定の場合を除き、上記記載の利用目的以外には使
用いたしません。 用いたしません。 

取得したお客さまの個人情報は、法令等に定める取得したお客さまの個人情報は、法令等に定める
一定の場合を除き、お客さまの同意を得ないで第三一定の場合を除き、お客さまの同意を得ないで第三
者には提供・開示しません。 者には提供・開示しません。 

お客さまの本籍地等の業務上知り得た公表されてお客さまの本籍地等の業務上知り得た公表されて
いない情報を、適切な業務の運営の確保その他必要いない情報を、適切な業務の運営の確保その他必要
と認められる目的以外の目的には使用いたしません。 と認められる目的以外の目的には使用いたしません。 

３．個人データの適正管理３．個人データの適正管理
お客さまの個人データについて、組織的・人的・物お客さまの個人データについて、組織的・人的・物

理的・技術的安全措置を継続的に見直し、お客さまの理的・技術的安全措置を継続的に見直し、お客さまの
個人データの取扱いが適正に行われるように定期的個人データの取扱いが適正に行われるように定期的
に点検するとともに、個人情報保護への取り組みを見に点検するとともに、個人情報保護への取り組みを見
直します。安全管理措置の主な内容につきましては、直します。安全管理措置の主な内容につきましては、
当協会ホームページ（または備え付けのパンフレット）当協会ホームページ（または備え付けのパンフレット）
の「個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案の「個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案
内」の９．「保有個人データの安全管理措置に関する事内」の９．「保有個人データの安全管理措置に関する事
項」に公表しておりますのでご覧ください。項」に公表しておりますのでご覧ください。

４．個人情報保護の維持・改善４．個人情報保護の維持・改善
当協会は、お客さまの個人情報の取扱いが適正に当協会は、お客さまの個人情報の取扱いが適正に

行われるように定期的に点検するとともに、個人情行われるように定期的に点検するとともに、個人情
報保護への取り組みを見直します。 報保護への取り組みを見直します。 

５．個人データの委託５．個人データの委託
当協会は、個人情報保護法第27条第５項第１号の当協会は、個人情報保護法第27条第５項第１号の

規定に基づき個人データに関する取扱いを外部に委規定に基づき個人データに関する取扱いを外部に委
託する場合があります。託する場合があります。

委託する場合には適正な取扱いを確保するため契委託する場合には適正な取扱いを確保するため契
約の締結、実施状況の点検などを行います。 約の締結、実施状況の点検などを行います。 

６．保有個人データ等の開示・利用目的の通知６．保有個人データ等の開示・利用目的の通知
法令等に定める一定の場合を除き、お客さまは、当法令等に定める一定の場合を除き、お客さまは、当

協会が保有するお客さまご自身の個人データ等の開示協会が保有するお客さまご自身の個人データ等の開示
およびその利用目的の通知を求めることができます。 およびその利用目的の通知を求めることができます。 

請求の方法は当協会窓口に備置してある個人情報開請求の方法は当協会窓口に備置してある個人情報開
示請求書に所定の事項を記載のうえ、ご本人確認書類示請求書に所定の事項を記載のうえ、ご本人確認書類
を添付して当協会窓口に持参（または郵送）ください。 を添付して当協会窓口に持参（または郵送）ください。 

個人データの開示および利用目的の通知につきまし個人データの開示および利用目的の通知につきまし
ては実費相当額（１件につき300円）をいただきます。ては実費相当額（１件につき300円）をいただきます。

７．�保有個人データの内容の訂正等、利用停止等７．�保有個人データの内容の訂正等、利用停止等、、第第
三者提供の停止三者提供の停止
当協会が保有する個人データについて、内容の訂正・当協会が保有する個人データについて、内容の訂正・

追加・削除、利用停止、消去または第三者提供の停止追加・削除、利用停止、消去または第三者提供の停止
のご要望がある場合は、下記の窓口にご連絡ください。のご要望がある場合は、下記の窓口にご連絡ください。
調査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、調査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、
ご対応いたします。ご対応いたします。

６．７．の具体的な手続につきましては当協会ホーム６．７．の具体的な手続につきましては当協会ホーム
ページ（または備え付けのパンフレット）の「個人情報ページ（または備え付けのパンフレット）の「個人情報
保護法に基づく公表事項等に関するご案内」の８．（３）保護法に基づく公表事項等に関するご案内」の８．（３）

「開示等の請求等に応じる手続等に関する事項」をご覧「開示等の請求等に応じる手続等に関する事項」をご覧
ください。ください。

８．質問・苦情について８．質問・苦情について
当協会は、お客さまからの個人情報に関する質問・当協会は、お客さまからの個人情報に関する質問・

苦情について適切かつ迅速に取り組みます。苦情について適切かつ迅速に取り組みます。

９．�開示・利用目的の通知・内容の訂正等・利用停止９．�開示・利用目的の通知・内容の訂正等・利用停止
等・第三者提供の停止・安全管理措置・相談・質問・等・第三者提供の停止・安全管理措置・相談・質問・
苦情窓口苦情窓口
当協会における個人情報等に関する各種のお問い合当協会における個人情報等に関する各種のお問い合

わせの窓口は以下のとおりです。わせの窓口は以下のとおりです。

住　　所　〒231－8505住　　所　〒231－8505
　　　　　　　　　　横浜市中区山下町22 山下町SKKビル9階横浜市中区山下町22 山下町SKKビル9階
電話番号　045-662-6622 電話番号　045-662-6622 
担当部署　総務部総務課 担当部署　総務部総務課 
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事業計画・評価

横浜市信用保証協会は、『横浜の中小企業の「明日」を横浜市信用保証協会は、『横浜の中小企業の「明日」を
身近でサポート』をスローガンに、国および横浜市の中身近でサポート』をスローガンに、国および横浜市の中
小企業振興施策を踏まえ、信用保証と経営支援を通じて小企業振興施策を踏まえ、信用保証と経営支援を通じて
横浜市内の中小企業・小規模事業者（以下「市内事業者」）横浜市内の中小企業・小規模事業者（以下「市内事業者」）
の金融の円滑化、経営の改善発達に貢献し、市内事業者の金融の円滑化、経営の改善発達に貢献し、市内事業者
の良きパートナーとなることを目指すとともに、コロナの良きパートナーとなることを目指すとともに、コロナ
禍で顕在化した非対面かつ迅速な手続きの重要性を踏ま禍で顕在化した非対面かつ迅速な手続きの重要性を踏ま
え、デジタル技術を活用した既存業務の変革にも取組んえ、デジタル技術を活用した既存業務の変革にも取組ん
でまいります。でまいります。

以上を踏まえ、令和３年度から令和５年度までの３か以上を踏まえ、令和３年度から令和５年度までの３か
年間における業務上の基本方針について、次に掲げる事年間における業務上の基本方針について、次に掲げる事
項を主要項目として取組むとともに、年度ごとに実施状項を主要項目として取組むとともに、年度ごとに実施状
況を検証しながら実効性を高めていくこととします。況を検証しながら実効性を高めていくこととします。

１）�政策保証の活用および金融機関との連携による資１）�政策保証の活用および金融機関との連携による資
金繰り支援金繰り支援
国や横浜市の中小企業振興施策に基づく政策保証国や横浜市の中小企業振興施策に基づく政策保証

を活用して、市内事業者の成長・持続的発展、危機を活用して、市内事業者の成長・持続的発展、危機
時における事業継続を資金面で支援するとともに、時における事業継続を資金面で支援するとともに、
金融機関と連携して個別の市内事業者に関する事業金融機関と連携して個別の市内事業者に関する事業
状況や金融 機関の支援方針などを共有することで迅状況や金融 機関の支援方針などを共有することで迅
速な資金繰り支援に繋げてまいります。速な資金繰り支援に繋げてまいります。

２）地方創生への貢献を果たすための取組み２）地方創生への貢献を果たすための取組み
横浜経済の担い手である市内事業者の減少を食い横浜経済の担い手である市内事業者の減少を食い

止めるためにも、創業者および事業承継局面にある止めるためにも、創業者および事業承継局面にある
市内事業者を資金面で支援します。創業者に対して市内事業者を資金面で支援します。創業者に対して
は創業期を乗り越えるための支援も行い、事業承継は創業期を乗り越えるための支援も行い、事業承継
が課題となっている市内事業者に対しては円滑な事が課題となっている市内事業者に対しては円滑な事
業承継に向けた資金面での支援を行うことで、市内業承継に向けた資金面での支援を行うことで、市内
事業者の成長または持続的な発展をサポートします。事業者の成長または持続的な発展をサポートします。

３）伴走型経営支援の実施３）伴走型経営支援の実施
企業訪問を通じて市内事業者が抱える課題の共有企業訪問を通じて市内事業者が抱える課題の共有

に努めるとともに、金融機関および中小企業支援機に努めるとともに、金融機関および中小企業支援機
関と連携し、ライフステージに応じた経営支援によ関と連携し、ライフステージに応じた経営支援によ
り市内事業者の経営課題の解決に向けて取組みます。り市内事業者の経営課題の解決に向けて取組みます。
経営支援にあたっては「信用保証協会中小企業・小規経営支援にあたっては「信用保証協会中小企業・小規
模事業者経営支援強化促進補助金」を活用して外部専模事業者経営支援強化促進補助金」を活用して外部専
門家派遣などを実施し、市内事業者の持続的な経営門家派遣などを実施し、市内事業者の持続的な経営
改善・生産性向上のため、金融支援も含めて伴走型改善・生産性向上のため、金融支援も含めて伴走型
で取組みます。また、当協会の実施している経営支で取組みます。また、当協会の実施している経営支
援の取組みに関する定量的な効果検証に向けた試行・援の取組みに関する定量的な効果検証に向けた試行・
準備も行ってまいります。準備も行ってまいります。

４）中小企業支援機関等との連携４）中小企業支援機関等との連携
市内事業者の様々なライフステージにおいて直面市内事業者の様々なライフステージにおいて直面

する個別の課題を的確に捉え、課題解決のために必要する個別の課題を的確に捉え、課題解決のために必要
なノウハウを持つ中小企業支援機関等と連携します。なノウハウを持つ中小企業支援機関等と連携します。

５）期中管理の強化５）期中管理の強化
当協会を利用している市内事業者の業績悪化の兆当協会を利用している市内事業者の業績悪化の兆

候を金融機関と連携して早期に把握し、経営支援な候を金融機関と連携して早期に把握し、経営支援な
どのニーズを探ったうえで経営改善できるように取どのニーズを探ったうえで経営改善できるように取
組みます。組みます。

６）６）事業継続計画の実効性の確保と危機管理態勢の強化事業継続計画の実効性の確保と危機管理態勢の強化
役職員に対し事業継続計画の周知・徹底を図ると役職員に対し事業継続計画の周知・徹底を図ると

ともに、自然災害等が発生した場合においても事業ともに、自然災害等が発生した場合においても事業
継続計画に基づき実際に行動できるように訓練を実継続計画に基づき実際に行動できるように訓練を実
施して事業継続計画をより実効性のあるものとしま施して事業継続計画をより実効性のあるものとしま
す。また、自然災害の発生や感染症拡大など、非常す。また、自然災害の発生や感染症拡大など、非常
時においても業務運営に支障を来すことがないよう時においても業務運営に支障を来すことがないよう
に危機管理態勢を強化します。に危機管理態勢を強化します。

７）組織力の向上７）組織力の向上
市内事業者の資金調達や経営支援などの多様な市内事業者の資金調達や経営支援などの多様な

ニーズに応えていくため、職員一人ひとりの業務能ニーズに応えていくため、職員一人ひとりの業務能
力を高めるとともに、協会内外の知見・見識や人的力を高めるとともに、協会内外の知見・見識や人的
ネットワーク構築の機会を広げていくことにより、ネットワーク構築の機会を広げていくことにより、
視野の広い協会職員を育成してまいります。視野の広い協会職員を育成してまいります。

また、業務の効率化・合理化などを通じてワークまた、業務の効率化・合理化などを通じてワーク
ライフバランスと健康経営を推進し、協会全体の力ライフバランスと健康経営を推進し、協会全体の力
を向上させます。を向上させます。

８）コンプライアンス意識の向上８）コンプライアンス意識の向上
公的な保証機関として公益的使命および社会的責公的な保証機関として公益的使命および社会的責

任を果たしていくため、コンプライアンスプログラ任を果たしていくため、コンプライアンスプログラ
ムに基づく活動などを通じて役職員のコンプライアムに基づく活動などを通じて役職員のコンプライア
ンス意識を高めます。ンス意識を高めます。

９）ガバナンス態勢の充実９）ガバナンス態勢の充実
経営の透明性を確保していくとともに、定期的な経営の透明性を確保していくとともに、定期的な

内部監査などを通じてガバナンス態勢を充実させ、内部監査などを通じてガバナンス態勢を充実させ、
日々の業務の適切な運営・管理を確保します。日々の業務の適切な運営・管理を確保します。

10）反社会的勢力排除に向けた取組みの徹底10）反社会的勢力排除に向けた取組みの徹底
反社会的勢力に関するデータベースの充実に取組反社会的勢力に関するデータベースの充実に取組

むとともに、「信用保証協会向けの総合的な監督指針」むとともに、「信用保証協会向けの総合的な監督指針」
において求められている一元的な情報管理や組織とにおいて求められている一元的な情報管理や組織と
しての対応に取組みます。また、神奈川県警察本部しての対応に取組みます。また、神奈川県警察本部
や神奈川県弁護士会との連携等により、反社会的勢や神奈川県弁護士会との連携等により、反社会的勢
力等との関係遮断を徹底します。力等との関係遮断を徹底します。

11）基幹システムの安定運用11）基幹システムの安定運用
業務の基幹となる保証協会共同システムの安定運業務の基幹となる保証協会共同システムの安定運

用に継続的に取組むとともに、コロナ禍で顕在化し用に継続的に取組むとともに、コロナ禍で顕在化し
た非対面かつ迅速な手続きの重要性を踏まえ、業務た非対面かつ迅速な手続きの重要性を踏まえ、業務
の電子化などを推進してまいります。の電子化などを推進してまいります。

12）広報活動の充実12）広報活動の充実
国や横浜市による政策保証を活用した市内事業者国や横浜市による政策保証を活用した市内事業者

への資金繰り支援策や各種支援策などを迅速に且つへの資金繰り支援策や各種支援策などを迅速に且つ
広く周知する必要があることから、ホームページや 広く周知する必要があることから、ホームページや 
LINE等の各種媒体を活用するとともに、マスメディLINE等の各種媒体を活用するとともに、マスメディ
アにも積極的に情報を提供するなど、市内事業者にアにも積極的に情報を提供するなど、市内事業者に
有益な情報を適時に発信して市内事業者の経営を情有益な情報を適時に発信して市内事業者の経営を情
報面で支援します。報面で支援します。

13）地域社会への貢献13）地域社会への貢献
当協会はご利用いただいている市内事業者や地域当協会はご利用いただいている市内事業者や地域

に支えられている存在であることを改めて認識し、に支えられている存在であることを改めて認識し、
地域社会に貢献できる活動に様々な形で取組みます。地域社会に貢献できる活動に様々な形で取組みます。

●●中期事業計画（令和３年度～令和５年度）中期事業計画（令和３年度～令和５年度）
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■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　横浜市信用保証協会の現況 DISCLOSURE 2023　■

●●経営計画（令和５年度）経営計画（令和５年度）
１．業務環境１．業務環境

（１）横浜市の景気動向（１）横浜市の景気動向
令和４年は新型コロナウイルス感染症の影響に加令和４年は新型コロナウイルス感染症の影響に加

え、原油等資材価格の高騰や半導体供給不足、為替え、原油等資材価格の高騰や半導体供給不足、為替
の急激な変動等により経済環境は引き続き厳しい状の急激な変動等により経済環境は引き続き厳しい状
況にありましたが、経済活動の正常化が進んだこと況にありましたが、経済活動の正常化が進んだこと
から各業種において持ち直しの動きが見られましから各業種において持ち直しの動きが見られまし
た。一方で、全体的にはコロナ禍での各種資金繰りた。一方で、全体的にはコロナ禍での各種資金繰り
支援策によって依然として倒産は抑制された状態が支援策によって依然として倒産は抑制された状態が
続いていますが、足元では本業の立て直しに至らな続いていますが、足元では本業の立て直しに至らな
かった企業の倒産が増加傾向にあります。特に製造かった企業の倒産が増加傾向にあります。特に製造
業では原油等資材価格やエネルギー価格高騰による業では原油等資材価格やエネルギー価格高騰による
影響が大きく、需要面に回復は見られますが依然と影響が大きく、需要面に回復は見られますが依然と
して先行きについて不透明感が継続しています。して先行きについて不透明感が継続しています。

また、今後も各種物価高騰は当面継続することがまた、今後も各種物価高騰は当面継続することが
予想されることから、業況回復についてはさらなる予想されることから、業況回復についてはさらなる
二極化が懸念され、本業の回復に時間を要している二極化が懸念され、本業の回復に時間を要している
企業の息切れによる倒産増加が憂慮される状況にあ企業の息切れによる倒産増加が憂慮される状況にあ
ります。ります。

（２）中小企業・小規模事業者を取り巻く環境（２）中小企業・小規模事業者を取り巻く環境
令和４年の神奈川県内の倒産件数は令和３年に次令和４年の神奈川県内の倒産件数は令和３年に次

ぐ低水準となりましたが、３年ぶりの増加に転じまぐ低水準となりましたが、３年ぶりの増加に転じま
した。増減を繰り返しながらも全体では前年同月をした。増減を繰り返しながらも全体では前年同月を
上回る月が多く、コロナ禍での各種支援策により抑上回る月が多く、コロナ禍での各種支援策により抑
制されていた企業倒産は下げ止まりから緩やかな増制されていた企業倒産は下げ止まりから緩やかな増
加傾向に転じています（帝国データバンク「神奈川県加傾向に転じています（帝国データバンク「神奈川県
企業倒産集計2022年報」）。また、不安定な国際情企業倒産集計2022年報」）。また、不安定な国際情
勢からくる原油等資材価格やエネルギー価格高騰に勢からくる原油等資材価格やエネルギー価格高騰に
よる持続的なインフレ圧力が経済に与える影響は大よる持続的なインフレ圧力が経済に与える影響は大
きく、外部環境の変化の影響を受けやすい中小企業・きく、外部環境の変化の影響を受けやすい中小企業・
小規模事業者にとって厳しい環境にあります。小規模事業者にとって厳しい環境にあります。

さらに、神奈川県の後継者不在率は66.2％と初さらに、神奈川県の後継者不在率は66.2％と初
めて70％を下回り（帝国データバンク「神奈川県後めて70％を下回り（帝国データバンク「神奈川県後
継者不在率動向調査 2022年）」）事業承継が徐々に継者不在率動向調査 2022年）」）事業承継が徐々に
進んできていることが窺えますが、全国平均を上進んできていることが窺えますが、全国平均を上
回っていることから依然として事業承継は神奈川県回っていることから依然として事業承継は神奈川県
内中小企業・小規模事業者の課題と言えます。内中小企業・小規模事業者の課題と言えます。

２．業務運営方針２．業務運営方針
横浜市信用保証協会は、国や横浜市の中小企業振横浜市信用保証協会は、国や横浜市の中小企業振

興施策を踏まえた政策保証を活用した資金繰り支援、興施策を踏まえた政策保証を活用した資金繰り支援、
ならびに経営支援にお客さま本位で取組みます。特ならびに経営支援にお客さま本位で取組みます。特
に、令和５年度は横浜市新型コロナウイルス感染症に、令和５年度は横浜市新型コロナウイルス感染症
対応資金（実質無利子・無担保融資）の利払い開始等対応資金（実質無利子・無担保融資）の利払い開始等
により返済負担が重くなっている横浜市内の中小企により返済負担が重くなっている横浜市内の中小企
業・小規模事業者（以下「市内事業者」）の金融の円滑業・小規模事業者（以下「市内事業者」）の金融の円滑

化、経営の改善発達に貢献します。以上を踏まえ、化、経営の改善発達に貢献します。以上を踏まえ、
各部門の業務運営方針を次のとおりとしました。各部門の業務運営方針を次のとおりとしました。

（１）保証部門（１）保証部門
横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金（実質横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金（実質

無利子・無担保融資）の利払い開始等により返済負無利子・無担保融資）の利払い開始等により返済負
担が重くなっている市内事業者への借換支援に取組担が重くなっている市内事業者への借換支援に取組
むとともに、SDGsやDX等に向けた多様化する資むとともに、SDGsやDX等に向けた多様化する資
金ニーズに合わせた支援を行っていきます。そのた金ニーズに合わせた支援を行っていきます。そのた
めに、引き続き金融機関や中小企業支援機関等と連めに、引き続き金融機関や中小企業支援機関等と連
携して、市内事業者の事業状況・支援方針を共有す携して、市内事業者の事業状況・支援方針を共有す
ること等により市内事業者への伴走支援を推進してること等により市内事業者への伴走支援を推進して
いきます。いきます。

また、経済・社会構造の変化や経営者の高齢化がまた、経済・社会構造の変化や経営者の高齢化が
進み市内事業者が減少傾向にある中、市内経済の活進み市内事業者が減少傾向にある中、市内経済の活
性化に向けて新たな地域の担い手を創出する必要が性化に向けて新たな地域の担い手を創出する必要が
あります。そのため、創業者や事業承継局面にあるあります。そのため、創業者や事業承継局面にある
市内事業者の支援に取組むとともに、経営者による市内事業者の支援に取組むとともに、経営者による
思い切った事業展開を後押しするため、経営者保証思い切った事業展開を後押しするため、経営者保証
に依存しない融資慣行の確立に向けた取組みに金融に依存しない融資慣行の確立に向けた取組みに金融
機関と連携して対応していきます。機関と連携して対応していきます。

（２）経営支援・期中管理部門（２）経営支援・期中管理部門
新型コロナウイルス感染症関連の保証制度の返済新型コロナウイルス感染症関連の保証制度の返済

開始時期を迎える市内事業者を重点支援先として、開始時期を迎える市内事業者を重点支援先として、
中小企業診断士や公認会計士等の専門家を活用した中小企業診断士や公認会計士等の専門家を活用した
個社の課題解決支援に取組むとともに、金融機関お個社の課題解決支援に取組むとともに、金融機関お
よび中小企業支援機関との連携を深め、各支援機関よび中小企業支援機関との連携を深め、各支援機関
への橋渡し役を担っていきます。への橋渡し役を担っていきます。

返済軽減を希望する市内事業者には柔軟な対応を返済軽減を希望する市内事業者には柔軟な対応を
行い、経営改善が必要な先に対して金融機関と連携行い、経営改善が必要な先に対して金融機関と連携
して経営支援に取組みます。して経営支援に取組みます。

（３）その他間接部門（３）その他間接部門
公的な保証機関として公益的使命および社会的責公的な保証機関として公益的使命および社会的責

任を果たしていくため、デジタル技術を活用した利任を果たしていくため、デジタル技術を活用した利
便性向上や業務効率化を推進していくとともに、感便性向上や業務効率化を推進していくとともに、感
染症拡大や自然災害をはじめとする緊急事態が起き染症拡大や自然災害をはじめとする緊急事態が起き
た場合においても、事業継続計画（BCP）に基づき持た場合においても、事業継続計画（BCP）に基づき持
続可能な業務運営に取組みます。続可能な業務運営に取組みます。

また、市内事業者や関係機関から信頼される組織また、市内事業者や関係機関から信頼される組織
であり続けるため、役職員のコンプライアンスの推であり続けるため、役職員のコンプライアンスの推
進、経営の透明性の確保、反社会的勢力の排除に取進、経営の透明性の確保、反社会的勢力の排除に取
組みます。加えて、働きやすい職場づくりを推し進組みます。加えて、働きやすい職場づくりを推し進
めるとともに、組織力の強化に向けて人材の育成やめるとともに、組織力の強化に向けて人材の育成や
自己啓発への環境整備に引き続き力を入れていき自己啓発への環境整備に引き続き力を入れていき
ます。ます。
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さらに、市内事業者に有益な情報をわかりやすくさらに、市内事業者に有益な情報をわかりやすく
伝える広報活動に取組むとともに、SDGsに資する伝える広報活動に取組むとともに、SDGsに資する
取組みを通じて地域社会の持続的発展に貢献するた取組みを通じて地域社会の持続的発展に貢献するた
めの様々な活動に取組んでいきます。めの様々な活動に取組んでいきます。

３．具体的な課題および課題解決のための方策３．具体的な課題および課題解決のための方策
（１） 政策保証の活用および金融機関等との連携による（１） 政策保証の活用および金融機関等との連携による

支援支援
①市内事業者の保証料負担が少ない伴走支援型特別①市内事業者の保証料負担が少ない伴走支援型特別

保証制度を活用した借換支援を推進します。保証制度を活用した借換支援を推進します。
②SDGsよこはま資金をはじめとする政策保証の推②SDGsよこはま資金をはじめとする政策保証の推

進等、個別企業の状況に即した資金繰り支援を行進等、個別企業の状況に即した資金繰り支援を行
います。います。

③金融機関との連携強化を図るため、部門別（統括③金融機関との連携強化を図るため、部門別（統括
部門・保証窓口）・階層別（役員・管理職・担当者）部門・保証窓口）・階層別（役員・管理職・担当者）
による対話や、金融機関内部研修への講師派遣等による対話や、金融機関内部研修への講師派遣等
に取組みます。に取組みます。

④市内事業者に対して、横浜市、中小企業支援機関、④市内事業者に対して、横浜市、中小企業支援機関、
各種業界団体との連携を通じ、保証制度や経営相各種業界団体との連携を通じ、保証制度や経営相
談会開催等についての周知活動を行います。談会開催等についての周知活動を行います。

⑤市内事業者の多様化する課題を引き出し解決して⑤市内事業者の多様化する課題を引き出し解決して
いくために、職員の経営支援やコミュニケーショいくために、職員の経営支援やコミュニケーショ
ンに関するスキルの向上を図ります。ンに関するスキルの向上を図ります。

（２） 新たな地域の担い手創出による地域経済の発展の（２） 新たな地域の担い手創出による地域経済の発展の
ための取組みための取組み

①経営者保証に依存しない保証制度を推進します。①経営者保証に依存しない保証制度を推進します。
②金融機関や中小企業支援機関による創業セミ②金融機関や中小企業支援機関による創業セミ

ナー・研修会等を通じて創業保証制度を周知するナー・研修会等を通じて創業保証制度を周知する
ことで、創業者の資金調達支援に繋げます。また、ことで、創業者の資金調達支援に繋げます。また、
創業保証利用後のフォローアップを実施すること創業保証利用後のフォローアップを実施すること
で、事業安定までに課題を抱える市内事業者を支で、事業安定までに課題を抱える市内事業者を支
援します。援します。

③事業承継が円滑に進まない市内事業者に対して、③事業承継が円滑に進まない市内事業者に対して、
金融機関と情報共有を図り事業承継を支援します。金融機関と情報共有を図り事業承継を支援します。

（３）市内事業者の課題に応じた経営支援（３）市内事業者の課題に応じた経営支援
①新型コロナウイルス感染症関連の保証制度を利用 ①新型コロナウイルス感染症関連の保証制度を利用 

しており、 かつ返済開始時期を迎える市内事業者しており、 かつ返済開始時期を迎える市内事業者
を重点支援先としたうえで、他の経営課題を抱えを重点支援先としたうえで、他の経営課題を抱え
ていると思われる先にもプッシュ型でアプローチていると思われる先にもプッシュ型でアプローチ
して課題に応じた経営支援に取組みます。して課題に応じた経営支援に取組みます。

②市内事業者の事業承継に向けた準備状況を順次確②市内事業者の事業承継に向けた準備状況を順次確
認し、必要に応じて事業承継に向けた経営者保証認し、必要に応じて事業承継に向けた経営者保証
解除の提案、専門家や支援機関を活用した事業承解除の提案、専門家や支援機関を活用した事業承
継支援に取組みます。継支援に取組みます。

③再生フェーズにある市内事業者には、経営サポー③再生フェーズにある市内事業者には、経営サポー

ト会議の活用を促し、金融正常化をはじめとするト会議の活用を促し、金融正常化をはじめとする
事業再生支援に取組みます。事業再生支援に取組みます。

④市内事業者の経営上の課題解決を間接的に支援す④市内事業者の経営上の課題解決を間接的に支援す
るため、ビジネスセミナー開催等を行うとともに、るため、ビジネスセミナー開催等を行うとともに、
経営支援事例集等を活用して当協会の経営支援認経営支援事例集等を活用して当協会の経営支援認
知度向上に取組みます。知度向上に取組みます。

⑤専門家派遣実施先の財務データ等の定量面、アン⑤専門家派遣実施先の財務データ等の定量面、アン
ケート結果等の定性面の両面から効果検証を行ケート結果等の定性面の両面から効果検証を行
い、当協会の経営支援の有意性を検証し、今後のい、当協会の経営支援の有意性を検証し、今後の
経営支援方針等に活用します。経営支援方針等に活用します。

（４）金融機関・中小企業支援機関との連携強化（４）金融機関・中小企業支援機関との連携強化
①金融機関との情報交換を通じて当協会が直接的に①金融機関との情報交換を通じて当協会が直接的に

経営支援に取組むべき市内事業者を明確化し、優経営支援に取組むべき市内事業者を明確化し、優
先順位を付けながら経営支援に取組みます。先順位を付けながら経営支援に取組みます。

②経営改善計画策定支援事業等を利用した市内事業②経営改善計画策定支援事業等を利用した市内事業
者のうち、計画再策定が必要な先等に対して神奈者のうち、計画再策定が必要な先等に対して神奈
川県中小企業活性化協議会と連携しながら支援し川県中小企業活性化協議会と連携しながら支援し
ます。ます。

③経営支援の実効性を高めるため、当協会の専門家③経営支援の実効性を高めるため、当協会の専門家
派遣が終了した市内事業者のうち改善提案事項等派遣が終了した市内事業者のうち改善提案事項等
を具体的に実行する意欲のある先を中小企業支援を具体的に実行する意欲のある先を中小企業支援
機関に橋渡しして、更なる支援に繋げます。機関に橋渡しして、更なる支援に繋げます。

（５）効率的な期中管理（５）効率的な期中管理
①分割返済不履行の先については、金融機関ととも①分割返済不履行の先については、金融機関ととも

に実態把握と適切な期中管理を行います。「中小に実態把握と適切な期中管理を行います。「中小
企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づ企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づ
く私的整理の申し出にはガイドラインの趣旨を踏く私的整理の申し出にはガイドラインの趣旨を踏
まえて初動対応します。まえて初動対応します。

②延滞初期段階の先、事故報告書を受領している先、②延滞初期段階の先、事故報告書を受領している先、
返済軽減している先のうち必要と思われる先に経返済軽減している先のうち必要と思われる先に経
営支援を提案し、課題解決支援に繋げます。営支援を提案し、課題解決支援に繋げます。

③代位弁済が避けられない先は回収部門と連携して③代位弁済が避けられない先は回収部門と連携して
適時に債権保全措置を行い、早期かつ効率的な回適時に債権保全措置を行い、早期かつ効率的な回
収に繋げます。収に繋げます。

（６）デジタル化の推進と基幹システムの安定運用（６）デジタル化の推進と基幹システムの安定運用
①市内事業者や金融機関の利便性向上のため、保証①市内事業者や金融機関の利便性向上のため、保証

申込手続きの電子化について、全国信用保証協会申込手続きの電子化について、全国信用保証協会
連合会の取組み状況の情報収集に努めるととも連合会の取組み状況の情報収集に努めるととも
に、金融機関への情報提供や協議を進めること等、に、金融機関への情報提供や協議を進めること等、
円滑な導入に向けて取組みます。円滑な導入に向けて取組みます。

②定型業務へのRPA拡充や各種書類の電子保存の準②定型業務へのRPA拡充や各種書類の電子保存の準
備を行い、デジタル技術を活用した業務の効率化備を行い、デジタル技術を活用した業務の効率化
に取組みます。に取組みます。

③システムの保守・改善、災害対策訓練等を通じて③システムの保守・改善、災害対策訓練等を通じて
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基幹システムの安定運用に努め、確実な業務運営基幹システムの安定運用に努め、確実な業務運営
に繋げます。に繋げます。

（７）働きやすい職場づくりの推進（７）働きやすい職場づくりの推進
「横浜健康経営認証クラスAAA」認証事業所とし「横浜健康経営認証クラスAAA」認証事業所とし

て、さらに働きやすい職場づくりに向けて就業環境て、さらに働きやすい職場づくりに向けて就業環境
の改善等を図るとともに、ワークライフバランスのの改善等を図るとともに、ワークライフバランスの
推進に取組みます。推進に取組みます。

（８）持続可能な業務態勢の強化（８）持続可能な業務態勢の強化
自然災害等の緊急事態が起きた場合や感染症の自然災害等の緊急事態が起きた場合や感染症の

拡大等、様々な事象に備えて危機管理態勢を強化拡大等、様々な事象に備えて危機管理態勢を強化
します。します。

（９）組織力の強化に向けた人材の育成（９）組織力の強化に向けた人材の育成
経営ビジョン等の着実な実行に向けて人材の育成経営ビジョン等の着実な実行に向けて人材の育成

を継続し、組織力の強化に繋げます。を継続し、組織力の強化に繋げます。

（10）コンプライアンスの推進（10）コンプライアンスの推進
コンプライアンスプログラムに基づく活動の実コンプライアンスプログラムに基づく活動の実

施、およびコンプライアンス・マニュアル内容の浸施、およびコンプライアンス・マニュアル内容の浸
透により、コンプライアンスの推進を図るとともに、透により、コンプライアンスの推進を図るとともに、
内部研修や外部相談窓口等を通じてハラスメントの内部研修や外部相談窓口等を通じてハラスメントの
ない職場環境の整備に向けて取組みます。ない職場環境の整備に向けて取組みます。

（11）ガバナンスの推進（11）ガバナンスの推進
①ガバナンス態勢を充実させるために、経営会議や①ガバナンス態勢を充実させるために、経営会議や

諸会議を通じて常勤役員が各部門の業務執行状況諸会議を通じて常勤役員が各部門の業務執行状況
の管理と必要な指示を行うとともに、常勤役員会の管理と必要な指示を行うとともに、常勤役員会
において重要事項の審議等を行い、適正なリスクにおいて重要事項の審議等を行い、適正なリスク
管理に取組みます。管理に取組みます。

②内部監査を計画的に実施し、適正な業務運営の推②内部監査を計画的に実施し、適正な業務運営の推
進を図ります。進を図ります。

（12）反社会的勢力排除に向けた取組みの継続（12）反社会的勢力排除に向けた取組みの継続
①反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、①反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、

当該情報を一元的に管理したデータベースを活用当該情報を一元的に管理したデータベースを活用
して、反社会的勢力排除に向けた取組みを継続しして、反社会的勢力排除に向けた取組みを継続し
ます。ます。

②神奈川県暴力追放推進センターや神奈川県企業防②神奈川県暴力追放推進センターや神奈川県企業防
衛対策推進協議会等の関係機関からの情報収集に衛対策推進協議会等の関係機関からの情報収集に
努めるとともに、神奈川県警察本部、ならびに各努めるとともに、神奈川県警察本部、ならびに各
支所を管轄する地元警察署、神奈川県弁護士会等支所を管轄する地元警察署、神奈川県弁護士会等
との連携を図ります。との連携を図ります。

（13）地域や市内事業者等への情報発信の充実（13）地域や市内事業者等への情報発信の充実
当協会のイメージキャラクターである「ハマ福」を当協会のイメージキャラクターである「ハマ福」を

積極的に活用しながら、ホームページやLINE、ハ積極的に活用しながら、ホームページやLINE、ハ
マ福通信等各種媒体を通じて、市内事業者や金融機マ福通信等各種媒体を通じて、市内事業者や金融機
関等関係機関にとって有益な情報をわかりやすく伝関等関係機関にとって有益な情報をわかりやすく伝
えることに努めます。えることに努めます。

（14）SDGsおよびCSRの推進（14）SDGsおよびCSRの推進
①「SDGs未来都市・横浜」の一員（Y－SDGs認証事①「SDGs未来都市・横浜」の一員（Y－SDGs認証事

業者 Superior）として、持続可能な社会を実現す業者 Superior）として、持続可能な社会を実現す
るための取組みを推し進めます。るための取組みを推し進めます。

②当協会の社会的責任を果たすため、地域社会の貢②当協会の社会的責任を果たすため、地域社会の貢
献に繋がる活動に取組みます。献に繋がる活動に取組みます。

４．事業計画４．事業計画
令和５年度の保証承諾等の主要業務数値（見通し）令和５年度の保証承諾等の主要業務数値（見通し）

は以下のとおりです。は以下のとおりです。

項　目 金　額 対前年度計画比

保 証 承 諾 1,000億円 100.0％

保証債務残高 5,122億円 87.5％

代 位 弁 済 120億円 114.3％

回 収 15億円 93.8％
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●●経営計画（令和４年度）の評価経営計画（令和４年度）の評価
当協会は、中小企業・小規模事業者に対し、公的機関と当協会は、中小企業・小規模事業者に対し、公的機関と

して「信用保証」を通じて金融の円滑化を図るとともに、「経して「信用保証」を通じて金融の円滑化を図るとともに、「経
営支援」を通じて経営基盤の強化に寄与することで、中小企営支援」を通じて経営基盤の強化に寄与することで、中小企
業・小規模事業者の健全な育成と地域経済の発展のために業・小規模事業者の健全な育成と地域経済の発展のために
尽力してきました。尽力してきました。

経営の透明性を一層向上させ、対外的な説明責任を適切経営の透明性を一層向上させ、対外的な説明責任を適切
に果たすために、経営計画を公表し、計画等の実施状況にに果たすために、経営計画を公表し、計画等の実施状況に
係る自己評価を行うとともに第三者による評価を受け、そ係る自己評価を行うとともに第三者による評価を受け、そ
の結果を公表することとしています。の結果を公表することとしています。

令和４年度の年度経営計画に対する実績評価は以下のと令和４年度の年度経営計画に対する実績評価は以下のと
おりです。なお、実績評価につきましては、大学理事、弁護士、おりです。なお、実績評価につきましては、大学理事、弁護士、
税理士により構成される「外部評価委員会」の意見・アドバ税理士により構成される「外部評価委員会」の意見・アドバ
イスを踏まえ、作成いたしました。イスを踏まえ、作成いたしました。

重点課題への取組状況重点課題への取組状況
令和４年度の重点課題として掲げた項目への取組状況は、令和４年度の重点課題として掲げた項目への取組状況は、

以下の通りです。以下の通りです。

１）�金融機関等との連携による市内事業者の事業継続に向１）�金融機関等との連携による市内事業者の事業継続に向
けた資金繰り支援けた資金繰り支援

①国、横浜市が行う伴走支援保証制度やSDGsよこはま①国、横浜市が行う伴走支援保証制度やSDGsよこはま
資金をはじめとする政策保証の推進、個別企業の状況資金をはじめとする政策保証の推進、個別企業の状況
に即した資金調達を支援し、新しい時代に適合した成に即した資金調達を支援し、新しい時代に適合した成
長を後押しする。長を後押しする。

増大した債務に苦しむ横浜市内の中小企業・小規模増大した債務に苦しむ横浜市内の中小企業・小規模
事業者（以下「市内事業者」）支援のため、借り換え時に事業者（以下「市内事業者」）支援のため、借り換え時に
おけるケース別の資金繰り改善効果の具体例を掲載すおけるケース別の資金繰り改善効果の具体例を掲載す
る工夫を行った伴走支援保証制度にかかるチラシを新る工夫を行った伴走支援保証制度にかかるチラシを新
たに作成しました。それを活用し、横浜市経済局が開たに作成しました。それを活用し、横浜市経済局が開
催した「コロナ禍対応支援策説明会」への参加時や各保催した「コロナ禍対応支援策説明会」への参加時や各保
証窓口でのご案内時、業務説明会等での情報提供の機証窓口でのご案内時、業務説明会等での情報提供の機
会を活用し周知を進めたことなどにより、伴走支援保会を活用し周知を進めたことなどにより、伴走支援保
証制度は2,649件（前年度比313.5％）、580億28百万証制度は2,649件（前年度比313.5％）、580億28百万
円（同417.7％）と令和３年度を上回り、市内事業者が円（同417.7％）と令和３年度を上回り、市内事業者が
金融機関による継続的な伴走支援を受けながら経営改金融機関による継続的な伴走支援を受けながら経営改
善を図ることに貢献することができました。善を図ることに貢献することができました。

また、令和３年度より再開した金融機関への感謝状また、令和３年度より再開した金融機関への感謝状
贈呈では、新しい時代に適合した成長に取り組む事業贈呈では、新しい時代に適合した成長に取り組む事業
者を支援するために「SDGsよこはま資金」を新たに対者を支援するために「SDGsよこはま資金」を新たに対
象保証制度に追加するとともに、時代に沿った事業の象保証制度に追加するとともに、時代に沿った事業の
展開や創業・事業承継支援に積極的に取り組む金融機展開や創業・事業承継支援に積極的に取り組む金融機
関の保証申込促進に努めました。関の保証申込促進に努めました。

このような取組を通じて、市内事業者の資金調達、このような取組を通じて、市内事業者の資金調達、
事業継続に貢献することができたと評価しています。事業継続に貢献することができたと評価しています。

②階層別（役員、統括部門、保証窓口）に金融機関との対②階層別（役員、統括部門、保証窓口）に金融機関との対
話を通じた連携を継続する。話を通じた連携を継続する。

四半期ごとに役員や統括部門が主要金融機関本部を四半期ごとに役員や統括部門が主要金融機関本部を
訪問しコミュニケーションを図るとともに、保証担当訪問しコミュニケーションを図るとともに、保証担当
者が金融機関を訪問し、コロナ禍で減少した金融機関者が金融機関を訪問し、コロナ禍で減少した金融機関
担当者との接点を増やすことで、人的な関係性の構築担当者との接点を増やすことで、人的な関係性の構築
を図ることができました。また、金融機関とのWEBをを図ることができました。また、金融機関とのWEBを
活用した相談会や業務説明会については、新たに３つ活用した相談会や業務説明会については、新たに３つ
の金融機関と開始し、効率的な対話を実施することがの金融機関と開始し、効率的な対話を実施することが
できました。できました。

加えて、金融機関の本店統括部門向けのアンケート加えて、金融機関の本店統括部門向けのアンケート
や金融機関担当者アンケートを実施しました。金融機や金融機関担当者アンケートを実施しました。金融機
関本店統括部門向けアンケートで得た金融機関の融資関本店統括部門向けアンケートで得た金融機関の融資
や保証申込の取組方針は金融機関訪問時の対話の一助や保証申込の取組方針は金融機関訪問時の対話の一助
とし、金融機関担当者アンケートで得た意見は各保証とし、金融機関担当者アンケートで得た意見は各保証
窓口にフィードバックするとともに、今後の金融機関窓口にフィードバックするとともに、今後の金融機関
との連携の参考としました。との連携の参考としました。

③�横浜市、中小企業支援機関、各種業界団体等との連携③�横浜市、中小企業支援機関、各種業界団体等との連携
を通じて市内事業者へ保証制度を周知する。を通じて市内事業者へ保証制度を周知する。

中小企業支援機関との連携としては、横浜商工会議中小企業支援機関との連携としては、横浜商工会議
所との連携強化を目指し、各支部の経営指導員と今後所との連携強化を目指し、各支部の経営指導員と今後
の連携について協議を行いました。の連携について協議を行いました。

また、令和３年度より連携を開始した市内各法人会また、令和３年度より連携を開始した市内各法人会
や青色申告会との連携をさらに強化するため、チラシや青色申告会との連携をさらに強化するため、チラシ
の配架依頼や会合に出席し保証制度の説明を実施するの配架依頼や会合に出席し保証制度の説明を実施する
ことや、金融機関と連携し商店街での電子決済導入にことや、金融機関と連携し商店街での電子決済導入に
関する説明会を実施するとともに、電子決済導入時に関する説明会を実施するとともに、電子決済導入時に
活用できる保証制度の周知を行いました。活用できる保証制度の周知を行いました。

さらに、横浜市立図書館にて創業や事業承継をテーさらに、横浜市立図書館にて創業や事業承継をテー
マにした期間展示を９図書館で実施し、創業や事業承マにした期間展示を９図書館で実施し、創業や事業承
継に関連する図書を探しに来た来館者へ当協会の取組継に関連する図書を探しに来た来館者へ当協会の取組
を周知することなど、様々な関係機関と連携をして市を周知することなど、様々な関係機関と連携をして市
内事業者へ保証制度を周知することができました。内事業者へ保証制度を周知することができました。

２）�地方創生への貢献を果たすため、新たな地域の担い手２）�地方創生への貢献を果たすため、新たな地域の担い手
創出に向けた支援創出に向けた支援

①金融機関や中小企業支援団体による創業セミナー・研①金融機関や中小企業支援団体による創業セミナー・研
修会等を通じて創業保証制度を周知することにより、修会等を通じて創業保証制度を周知することにより、
コロナ禍における創業者の資金調達を支援する。また、コロナ禍における創業者の資金調達を支援する。また、
創業保証利用後のフォローアップを実施することなど創業保証利用後のフォローアップを実施することなど
により、事業が軌道に乗るまでに課題を抱えている市により、事業が軌道に乗るまでに課題を抱えている市
内事業者を支援する。内事業者を支援する。

横浜市中小企業融資制度の「創業おうえん資金」を利横浜市中小企業融資制度の「創業おうえん資金」を利
用する方向けに、横浜市による「保証料助成」に加え、用する方向けに、横浜市による「保証料助成」に加え、
当協会にて「保証料割引（0.4％）」をすることで、資金調当協会にて「保証料割引（0.4％）」をすることで、資金調
達面で創業を後押ししました。達面で創業を後押ししました。

創業保証後フォローアップを各保証窓口にて実施す創業保証後フォローアップを各保証窓口にて実施す
ることで、創業保証後の経営課題を早期に発見し、創ることで、創業保証後の経営課題を早期に発見し、創
業後間もない不安定な時期を乗り越えることができる業後間もない不安定な時期を乗り越えることができる
よう支援するとともに、更なる経営アドバイスを希望よう支援するとともに、更なる経営アドバイスを希望
された４者については専門家を派遣してアドバイスをされた４者については専門家を派遣してアドバイスを
実施し、創業時の悩み解決や事業を軌道に乗せるため実施し、創業時の悩み解決や事業を軌道に乗せるため
の支援ができたと評価しています。の支援ができたと評価しています。

周知活動については、卒業後や就業後に独立・開業周知活動については、卒業後や就業後に独立・開業
する方が多い業種と考えられる鍼灸柔道整復師専門学する方が多い業種と考えられる鍼灸柔道整復師専門学
校および歯科技工士専門学校を訪問し、当協会作成の校および歯科技工士専門学校を訪問し、当協会作成の
創業者向け冊子を配布することを通じ、未来の創業者創業者向け冊子を配布することを通じ、未来の創業者
へ当協会の取組の周知を新たに行いました。また、引へ当協会の取組の周知を新たに行いました。また、引
き続き金融機関や中小企業支援機関が開催する創業セき続き金融機関や中小企業支援機関が開催する創業セ
ミナーに職員を講師として派遣し、創業者に向けて創ミナーに職員を講師として派遣し、創業者に向けて創
業保証制度の周知を行いました。業保証制度の周知を行いました。

②経営者保証が支障となり、事業承継が進まない市内事②経営者保証が支障となり、事業承継が進まない市内事
業者に対し、事業承継保証制度を活用して円滑な事業業者に対し、事業承継保証制度を活用して円滑な事業
承継を支援する。承継を支援する。

新たな取組として、設立50・60・70周年を迎え代新たな取組として、設立50・60・70周年を迎え代
表者が高齢の利用企業に対し、保証制度や事業承継支表者が高齢の利用企業に対し、保証制度や事業承継支
援をまとめた冊子を発送するなど、事業承継の周知を援をまとめた冊子を発送するなど、事業承継の周知を
図りました。図りました。

加えて、金融機関より代表者変更の報告を得た際に、加えて、金融機関より代表者変更の報告を得た際に、
保証窓口から金融機関に対し神奈川県事業承継・引継保証窓口から金融機関に対し神奈川県事業承継・引継
ぎ支援センターへの紹介可否を確認する取組を開始しぎ支援センターへの紹介可否を確認する取組を開始し
たことにより、事業承継支援ニーズのある事業者の橋たことにより、事業承継支援ニーズのある事業者の橋
渡しを２者に実施し、円滑な事業承継を後押しできた渡しを２者に実施し、円滑な事業承継を後押しできた
と評価しています。と評価しています。

３）「お客さま本位」の業務運営３）「お客さま本位」の業務運営
休日や夜間における相談会を開催する等、新型コロナ休日や夜間における相談会を開催する等、新型コロナ

ウイルス感染症等の影響で課題を抱える市内事業者に寄ウイルス感染症等の影響で課題を抱える市内事業者に寄
り添った取組を実施していく。り添った取組を実施していく。
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■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　横浜市信用保証協会の現況 DISCLOSURE 2023　■

お客さま満足度調査（第１四半期に保証利用のあった事お客さま満足度調査（第１四半期に保証利用のあった事
業者1,000者に送付）では、412者から返送を受け、総合業者1,000者に送付）では、412者から返送を受け、総合
満足度は4.1点（令和３年度4.0点）となりました。また、満足度は4.1点（令和３年度4.0点）となりました。また、
いただいた意見は事業者のニーズと理解するとともに、いただいた意見は事業者のニーズと理解するとともに、
今後の取組を検討する際の参考としました。今後の取組を検討する際の参考としました。

いただいた意見の一つである「相談会開催を希望」を参いただいた意見の一つである「相談会開催を希望」を参
考に、日中に時間を作りづらい事業者への対応として、考に、日中に時間を作りづらい事業者への対応として、
夜間（17時30分から19時30分）に無料経営相談窓口を各夜間（17時30分から19時30分）に無料経営相談窓口を各
保証窓口で開設し９者から相談を受けました。加えて、保証窓口で開設し９者から相談を受けました。加えて、
平日に時間を作りづらい事業者や創業予定者への対応と平日に時間を作りづらい事業者や創業予定者への対応と
して、横浜市中央図書館にて毎月第二土曜日を開催日として、横浜市中央図書館にて毎月第二土曜日を開催日と
して無料経営相談会を開催し、10者から相談を受けるなして無料経営相談会を開催し、10者から相談を受けるな
ど、市内事業者に寄り添った取組を実施することができど、市内事業者に寄り添った取組を実施することができ
たと評価しています。たと評価しています。

４）市内事業者の課題に応じた経営支援の取組４）市内事業者の課題に応じた経営支援の取組
①保証部門と連携して新型コロナウイルス感染症の影響①保証部門と連携して新型コロナウイルス感染症の影響
を受けている市内事業者への訪問等により経営支援メを受けている市内事業者への訪問等により経営支援メ
ニューの紹介を行い、抱えている経営課題を確認したニューの紹介を行い、抱えている経営課題を確認した
うえで「信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援うえで「信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援
強化促進補助金」を活用し、経営支援に取り組む。強化促進補助金」を活用し、経営支援に取り組む。

信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化
促進補助金（以下「補助金」）を活用し、返済軽減先等へ促進補助金（以下「補助金」）を活用し、返済軽減先等へ
の訪問支援を574者（前年度比100.2％）実施しました。の訪問支援を574者（前年度比100.2％）実施しました。

令和４年度は、コロナ禍の影響による経営状況悪令和４年度は、コロナ禍の影響による経営状況悪
化の改善を優先すべく、専門家派遣メニューのうち化の改善を優先すべく、専門家派遣メニューのうち
経営改善等提案に市内事業者のニーズが高まったこ経営改善等提案に市内事業者のニーズが高まったこ
とにより、補助金を活用し、経営改善等提案を156とにより、補助金を活用し、経営改善等提案を156
者（同123.8％）、経営改善等計画策定支援を46者（同者（同123.8％）、経営改善等計画策定支援を46者（同
66.7％）実施しました。そのため、増加する専門家派66.7％）実施しました。そのため、増加する専門家派
遣に対応できるよう、職員が訪問先から最寄りの事務遣に対応できるよう、職員が訪問先から最寄りの事務
所でも業務ができるよう効率化を図ることや、各種チ所でも業務ができるよう効率化を図ることや、各種チ
ラシなどに二次元バーコードを設け、リンク先から経ラシなどに二次元バーコードを設け、リンク先から経
営相談や各種経営支援メニューの申込受付を可能とす営相談や各種経営支援メニューの申込受付を可能とす
るなど利便性の向上を図りました。るなど利便性の向上を図りました。

また、保証部門から経営支援部門への橋渡しを円滑また、保証部門から経営支援部門への橋渡しを円滑
化できるよう、保証支援をした先について、経営支援化できるよう、保証支援をした先について、経営支援
のニーズがあると考えられる条件に該当するかチェッのニーズがあると考えられる条件に該当するかチェッ
クリストを利用して判断し、経営支援の活用についてクリストを利用して判断し、経営支援の活用について
アプローチを行った結果、256者のうち54者が専門家アプローチを行った結果、256者のうち54者が専門家
派遣申込に繋がりました。派遣申込に繋がりました。

さらに、補助金を活用して、経営支援を実施した先さらに、補助金を活用して、経営支援を実施した先
へのフォローアップを156者（同154.5％）実施するなへのフォローアップを156者（同154.5％）実施するな
ど、経営支援（本業支援）に積極的に取り組むことがでど、経営支援（本業支援）に積極的に取り組むことがで
きたと評価しています。きたと評価しています。

な お、 経 営 サ ポ ー ト 会 議 に つ い て は、24者（ 同な お、 経 営 サ ポ ー ト 会 議 に つ い て は、24者（ 同
55.8％）について当協会が主催し、市内事業者と債権55.8％）について当協会が主催し、市内事業者と債権
者の意見交換の場を設けることができました。者の意見交換の場を設けることができました。

②市内事業者の事業承継への取組状況や課題を確認する②市内事業者の事業承継への取組状況や課題を確認する
とともに、専門家や「事業承継・引継ぎ支援センター」とともに、専門家や「事業承継・引継ぎ支援センター」
等との連携により円滑な事業承継を後押しする。等との連携により円滑な事業承継を後押しする。

保証利用企業のうち、経営者が高齢の200者を訪問保証利用企業のうち、経営者が高齢の200者を訪問
し事業承継診断を実施するとともに、準備の必要性にし事業承継診断を実施するとともに、準備の必要性に
ついて説明を行い、30者を専門家派遣に繋げることがついて説明を行い、30者を専門家派遣に繋げることが
できました。できました。

神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携に神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携に
ついては、訪問時のヒアリングの中で事業承継に向けついては、訪問時のヒアリングの中で事業承継に向け
た経営者保証解除のニーズを有すると判断した６者にた経営者保証解除のニーズを有すると判断した６者に
ついて、経営者保証を解除するための要件や事業承継ついて、経営者保証を解除するための要件や事業承継
特別保証制度の紹介を行い、円滑な事業承継を後押し特別保証制度の紹介を行い、円滑な事業承継を後押し
しました。しました。

また、神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターからまた、神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターから

講師を招き、事業承継・引継ぎ支援センターの業務お講師を招き、事業承継・引継ぎ支援センターの業務お
よび経営者保証ガイドラインについて内部研修を実施よび経営者保証ガイドラインについて内部研修を実施
し、職員の事業承継に関する知識を深めました。し、職員の事業承継に関する知識を深めました。

③当協会の経営支援メニューや経営改善に繋がったベス③当協会の経営支援メニューや経営改善に繋がったベス
トプラクティス（経営支援好事例）等を市内事業者や金トプラクティス（経営支援好事例）等を市内事業者や金
融機関等に情報発信や周知等をすることにより経営支融機関等に情報発信や周知等をすることにより経営支
援に対する認知度向上に努め、潜在的な経営支援ニー援に対する認知度向上に努め、潜在的な経営支援ニー
ズを掘り起こしていく。ズを掘り起こしていく。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内
事業者、ならびにゼロゼロ融資の実質無利子期間が終事業者、ならびにゼロゼロ融資の実質無利子期間が終
了する市内事業者1,799者に対して経営支援メニュー了する市内事業者1,799者に対して経営支援メニュー
等を紹介するため、ダイレクトメールを発送のうえ、等を紹介するため、ダイレクトメールを発送のうえ、
電話によるフォローアップを行いました。これにより電話によるフォローアップを行いました。これにより
潜在的な経営支援ニーズが掘り起こされ、30者の専門潜在的な経営支援ニーズが掘り起こされ、30者の専門
家派遣申込に繋げることができました。家派遣申込に繋げることができました。

また、市内事業者の経営支援への心理的ハードルをまた、市内事業者の経営支援への心理的ハードルを
下げるため、当協会ホームページに各専門家の紹介ペー下げるため、当協会ホームページに各専門家の紹介ペー
ジを新設することや、新たに作成した経営支援紹介動ジを新設することや、新たに作成した経営支援紹介動
画のYouTubeへのアップロード、当協会の経営支援を画のYouTubeへのアップロード、当協会の経営支援を
利用した事業者へのインタビューを掲載した経営支援利用した事業者へのインタビューを掲載した経営支援
事例集の作成などを通じ、経営支援の認知度向上に努事例集の作成などを通じ、経営支援の認知度向上に努
めることができました。めることができました。

さらに、金融機関や中小企業支援機関に当協会の経さらに、金融機関や中小企業支援機関に当協会の経
営支援の理解を深めてもらうため、金融機関の内部研営支援の理解を深めてもらうため、金融機関の内部研
修への参加や説明会の開催、また、TKC神奈川会や神修への参加や説明会の開催、また、TKC神奈川会や神
奈川中小企業診断士会の説明会に参加し、経営支援の奈川中小企業診断士会の説明会に参加し、経営支援の
内容について説明を行いました。内容について説明を行いました。

④経営支援の取組に関する定量的・定性的な効果検証を④経営支援の取組に関する定量的・定性的な効果検証を
行い、より効果的な経営支援に繋げていく。行い、より効果的な経営支援に繋げていく。

定量的な効果検証を行うべく、基幹システムから経定量的な効果検証を行うべく、基幹システムから経
営支援に関するデータを抽出し、今後の活用に向けて営支援に関するデータを抽出し、今後の活用に向けて
分析を開始するとともに、ローカルベンチマーク指標分析を開始するとともに、ローカルベンチマーク指標
による経営支援効果測定のために、経営支援未実施先による経営支援効果測定のために、経営支援未実施先
においても必要指標のデータを整備しました。においても必要指標のデータを整備しました。

定性的な効果検証としては、専門家派遣実施後のアン定性的な効果検証としては、専門家派遣実施後のアン
ケートにおいて９割以上の支援先から「支援内容が参考ケートにおいて９割以上の支援先から「支援内容が参考
になった」と高評価を得ることができ、当協会の経営支になった」と高評価を得ることができ、当協会の経営支
援は事業者からの満足度が高いものと評価しています。援は事業者からの満足度が高いものと評価しています。

５）外部支援機関と連携した経営支援の取組５）外部支援機関と連携した経営支援の取組
①市内事業者の様々な経営課題の解決に向けた支援のた①市内事業者の様々な経営課題の解決に向けた支援のた
めに、かながわ企業支援ネットワークに加え、市内のめに、かながわ企業支援ネットワークに加え、市内の
中小企業支援機関７者が連携する横浜市小規模事業者中小企業支援機関７者が連携する横浜市小規模事業者
支援関係機関情報共有会議において情報共有を図ると支援関係機関情報共有会議において情報共有を図ると
ともに、各々の得意分野を生かした連携支援を行う。ともに、各々の得意分野を生かした連携支援を行う。
「かながわ企業支援ネットワーク会議」を３年振りに「かながわ企業支援ネットワーク会議」を３年振りに

リアルで開催し、国を始めとして地方公共団体、金融リアルで開催し、国を始めとして地方公共団体、金融
機関、中小企業支援機関などの関係機関と経営支援・機関、中小企業支援機関などの関係機関と経営支援・
再生支援に関する情報共有を図りました。再生支援に関する情報共有を図りました。

また、横浜市小規模事業者関係機関情報共有会議（７また、横浜市小規模事業者関係機関情報共有会議（７
者連携）（連携機関：横浜市経済局中小企業振興課、横者連携）（連携機関：横浜市経済局中小企業振興課、横
浜商工会議所、（公財）横浜企業経営支援財団、横浜銀浜商工会議所、（公財）横浜企業経営支援財団、横浜銀
行、横浜信用金庫、川崎信用金庫）に出席し、支援事例行、横浜信用金庫、川崎信用金庫）に出席し、支援事例
の共有を図るとともに、小規模・零細企業に対する他の共有を図るとともに、小規模・零細企業に対する他
支援機関との連携した支援として、（公財）横浜企業経支援機関との連携した支援として、（公財）横浜企業経
営支援財団が実施している「小規模事業者向け無料出張営支援財団が実施している「小規模事業者向け無料出張
相談」へ９者を紹介することができました。相談」へ９者を紹介することができました。

さらに、市内事業者向けに横浜市中央図書館と共催さらに、市内事業者向けに横浜市中央図書館と共催
で「経営者のための事業承継セミナー」をリアルで、横で「経営者のための事業承継セミナー」をリアルで、横
浜商工会議所と共催で「インボイス制度対策セミナー」浜商工会議所と共催で「インボイス制度対策セミナー」
をリアルとオンラインを併用したハイブリット方式でをリアルとオンラインを併用したハイブリット方式で
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開催するなど、中小企業支援機関と連携して市内事業開催するなど、中小企業支援機関と連携して市内事業
者の経営課題解決に向けた支援を実施できたと評価し者の経営課題解決に向けた支援を実施できたと評価し
ています。ています。

②市内事業者の情報を金融機関と共有し、経営支援を必②市内事業者の情報を金融機関と共有し、経営支援を必
要とする市内事業者へ実効性のある支援に取り組む。要とする市内事業者へ実効性のある支援に取り組む。

経営支援候補（新型コロナウイルス感染症関連保証制経営支援候補（新型コロナウイルス感染症関連保証制
度利用事業者等）として抽出したリストを金融機関に提度利用事業者等）として抽出したリストを金融機関に提
供し、金融機関が企業の経営支援受診意欲を確認し、供し、金融機関が企業の経営支援受診意欲を確認し、
その結果を回答する取組（支援先リスト交換）を令和３その結果を回答する取組（支援先リスト交換）を令和３
年度に引き続き実施しました。令和４年度は継続実施年度に引き続き実施しました。令和４年度は継続実施
３金融機関に加え、新たに３金融機関とリスト交換を３金融機関に加え、新たに３金融機関とリスト交換を
開始し、金融機関が絞込を行った144者のうち23者が開始し、金融機関が絞込を行った144者のうち23者が
専門家派遣に繋がり、経営支援を必要とする市内事業専門家派遣に繋がり、経営支援を必要とする市内事業
者へ効果的にアプローチができたと評価しています。者へ効果的にアプローチができたと評価しています。

③事業再生や事業再構築が必要な市内事業者について、③事業再生や事業再構築が必要な市内事業者について、
神奈川県中小企業再生支援協議会や金融機関等と連携神奈川県中小企業再生支援協議会や金融機関等と連携
し、個別企業の実情に応じた事業再生支援に取り組む。し、個別企業の実情に応じた事業再生支援に取り組む。

神奈川県中小企業活性化協議会（旧：神奈川県中小企神奈川県中小企業活性化協議会（旧：神奈川県中小企
業再生支援協議会）が開催するバンクミーティングに業再生支援協議会）が開催するバンクミーティングに
40者、延べ74回参加し金融機関等と連携して再生支援40者、延べ74回参加し金融機関等と連携して再生支援
に取り組むことや、求償権消滅保証を２者に対して融に取り組むことや、求償権消滅保証を２者に対して融
資実行し金融正常化を図ることなど、個別企業の実情資実行し金融正常化を図ることなど、個別企業の実情
に応じた事業再生支援に取り組みました。に応じた事業再生支援に取り組みました。

また、神奈川県中小企業活性化協議会の統括責任者また、神奈川県中小企業活性化協議会の統括責任者
を講師に招き、中小企業活性化パッケージおよび中小を講師に招き、中小企業活性化パッケージおよび中小
企業の事業再生等に関するガイドラインについて役職企業の事業再生等に関するガイドラインについて役職
員を対象とした内部研修を実施し、事業再生支援に向員を対象とした内部研修を実施し、事業再生支援に向
けた意識の共有と相互理解を深めることができました。けた意識の共有と相互理解を深めることができました。

さらに、神奈川県中小企業活性化協議会、関東経済さらに、神奈川県中小企業活性化協議会、関東経済
産業局、神奈川県内３協会の５者連名で「中小企業の収産業局、神奈川県内３協会の５者連名で「中小企業の収
益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援に向益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援に向
けた連携協定」を締結しました。けた連携協定」を締結しました。

６）効率的な期中管理の取組６）効率的な期中管理の取組
①延滞初期段階の先に対して、金融機関を通じて早期に①延滞初期段階の先に対して、金融機関を通じて早期に
実態を把握し延滞解消等正常化に努める。実態を把握し延滞解消等正常化に努める。

初期延滞段階先173者（前年度比114.6％）について初期延滞段階先173者（前年度比114.6％）について
の通知文を金融機関へ送付し、早期の実態把握を促しの通知文を金融機関へ送付し、早期の実態把握を促し
たことにより、事故報告書の提出に至る前に延滞解消たことにより、事故報告書の提出に至る前に延滞解消
となった先が57者（同101.8％）、条件変更実行となっとなった先が57者（同101.8％）、条件変更実行となっ
た先が13者（同144.4％）の実績に繋がりました。た先が13者（同144.4％）の実績に繋がりました。

②分割返済不履行等の事由により事故報告書を受領した②分割返済不履行等の事由により事故報告書を受領した
先については、速やかに実態を把握し期中管理方針を先については、速やかに実態を把握し期中管理方針を
定める。また、事故報告書を受領した先や返済軽減等定める。また、事故報告書を受領した先や返済軽減等
を行った条件変更先に対して経営支援メニューを紹介を行った条件変更先に対して経営支援メニューを紹介
して経営課題の解決に繋げる。して経営課題の解決に繋げる。

延滞している先は金融機関からの連絡を避ける傾向に延滞している先は金融機関からの連絡を避ける傾向に
あり、そのような先は当協会から直接連絡をして実態把あり、そのような先は当協会から直接連絡をして実態把
握と金融機関との協議を提案し、５者が延滞解消、１者握と金融機関との協議を提案し、５者が延滞解消、１者
については条件変更に結び付けることができました。については条件変更に結び付けることができました。

また、事故報告書受領先のうち、経営改善の可能性また、事故報告書受領先のうち、経営改善の可能性
がある先を支援するため486者に対して経営支援の提がある先を支援するため486者に対して経営支援の提
案を行い、26者が専門家派遣による経営支援に繋がり案を行い、26者が専門家派遣による経営支援に繋がり
ました。ました。

融資実行から６か月以内に事故報告の提出があった場融資実行から６か月以内に事故報告の提出があった場
合は、金融機関に事情説明書の提出を依頼するとともに、合は、金融機関に事情説明書の提出を依頼するとともに、
内容について全部署にフィードバックする取組を引き続内容について全部署にフィードバックする取組を引き続
き実施し、保証審査時の注意喚起を行いました。き実施し、保証審査時の注意喚起を行いました。

③代位弁済が避けられない先については回収部門と連携③代位弁済が避けられない先については回収部門と連携
して適時に債権保全措置を行い、早期かつ効率的な回して適時に債権保全措置を行い、早期かつ効率的な回
収に繋げる。収に繋げる。

代位弁済が避けられない先については迅速な資産調代位弁済が避けられない先については迅速な資産調
査と債務者・連帯保証人・物上保証人などの状況把握査と債務者・連帯保証人・物上保証人などの状況把握
を行い、必要な先には回収部門と連携して代位弁済前を行い、必要な先には回収部門と連携して代位弁済前
の交渉や保全措置（仮差押・仮処分、抵当権設定）に取の交渉や保全措置（仮差押・仮処分、抵当権設定）に取
り組みました。り組みました。

資産調査は265者に対し実施し、38者46物件につい資産調査は265者に対し実施し、38者46物件につい
て余力があることを確認し、回収部門に情報提供するて余力があることを確認し、回収部門に情報提供する
ことで迅速な初動に貢献することができました。また、ことで迅速な初動に貢献することができました。また、
事前求償権に基づく仮差押および仮処分は24件、抵当事前求償権に基づく仮差押および仮処分は24件、抵当
権設定については１件実施したうえで回収部門に引き権設定については１件実施したうえで回収部門に引き
継ぎました。継ぎました。

７）持続可能な業務態勢の強化７）持続可能な業務態勢の強化
①職員とその家族の新型コロナウイルス感染を防止する①職員とその家族の新型コロナウイルス感染を防止する
ため、国の方針等に従い対策を迅速かつ着実に実施し、ため、国の方針等に従い対策を迅速かつ着実に実施し、
持続可能な業務態勢をつくる。持続可能な業務態勢をつくる。

国や横浜市等からの情報提供に基づき、マスク着用国や横浜市等からの情報提供に基づき、マスク着用
基準や濃厚接触者の対応等について、新型コロナウイ基準や濃厚接触者の対応等について、新型コロナウイ
ルス感染症対応BCPの改正を行い、持続可能な業務態ルス感染症対応BCPの改正を行い、持続可能な業務態
勢を維持しました。勢を維持しました。

令和４年度の新たな取組として、感染者の増加によ令和４年度の新たな取組として、感染者の増加によ
る医療機関の逼迫に伴い、職員の体調不良時に受診困る医療機関の逼迫に伴い、職員の体調不良時に受診困
難な状況となったことを踏まえ、抗原検査キット購入難な状況となったことを踏まえ、抗原検査キット購入
費用の一部補助を実施したことや、引き続き自宅療養費用の一部補助を実施したことや、引き続き自宅療養
中の希望する職員へ当協会が保有する防災用飲食料品中の希望する職員へ当協会が保有する防災用飲食料品
や生活用品を配布して支援したことは、職員の安心感や生活用品を配布して支援したことは、職員の安心感
に繋がったものと評価しています。に繋がったものと評価しています。

②自然災害等の緊急事態発生時に備え、危機管理態勢を②自然災害等の緊急事態発生時に備え、危機管理態勢を
強化する。強化する。

緊急連絡システムの送受信テストを実施し、緊急事緊急連絡システムの送受信テストを実施し、緊急事
態発生時への備えをすることができました。態発生時への備えをすることができました。

自然災害等の発生時に業務運営体制を整えるため、自然災害等の発生時に業務運営体制を整えるため、
災害対策訓練（前泊訓練、オンライン会議接続訓練、災災害対策訓練（前泊訓練、オンライン会議接続訓練、災
害等対応短期保証制度取扱訓練）を実施し、自然災害時害等対応短期保証制度取扱訓練）を実施し、自然災害時
におけるマニュアルを制定し、危機管理体制の強化をにおけるマニュアルを制定し、危機管理体制の強化を
行いました。行いました。

加えて、緊急時に速やかに行動できるよう、防災備加えて、緊急時に速やかに行動できるよう、防災備
蓄食料の入替えを行うとともに、様々な災害事象に対蓄食料の入替えを行うとともに、様々な災害事象に対
応するため、防災備蓄食料の種類によって、各人の持応するため、防災備蓄食料の種類によって、各人の持
出袋と事務所に分けて保管していることを役職員に周出袋と事務所に分けて保管していることを役職員に周
知し、更なる安心感に繋げました。知し、更なる安心感に繋げました。

さらに、令和３年度設置したさすまたについて、部さらに、令和３年度設置したさすまたについて、部
署単位ごとに全部署で動画視聴により使用方法を学ん署単位ごとに全部署で動画視聴により使用方法を学ん
だうえ、職員同士で実技訓練を実施し、不審者・侵入だうえ、職員同士で実技訓練を実施し、不審者・侵入
者への備えを強化しました。者への備えを強化しました。

８）コンプライアンスの推進８）コンプライアンスの推進
コンプライアンスプログラムに基づく活動の実施およコンプライアンスプログラムに基づく活動の実施およ

びコンプライアンス・マニュアル内容の浸透により、役びコンプライアンス・マニュアル内容の浸透により、役
職員のコンプライアンスの推進を図るとともに、内部研職員のコンプライアンスの推進を図るとともに、内部研
修や外部相談窓口などを通じてハラスメントのない職場修や外部相談窓口などを通じてハラスメントのない職場
環境の整備に向けて取り組む。環境の整備に向けて取り組む。

毎月発信するコンプライアンス通信を活用し、法改正毎月発信するコンプライアンス通信を活用し、法改正
情報、パワハラやSNS発信に際する注意点等の情報提供情報、パワハラやSNS発信に際する注意点等の情報提供
を実施しました。加えて、他組織のコンプライアンス違を実施しました。加えて、他組織のコンプライアンス違
反事例を共有することなどによりコンプライアンス意識反事例を共有することなどによりコンプライアンス意識
向上を図りました。併せて、新たに「まんが」で記載され向上を図りました。併せて、新たに「まんが」で記載され
た冊子『あるある大百科２』を役職員に配布し、コンプラた冊子『あるある大百科２』を役職員に配布し、コンプラ
イアンスをより身近に感じてもらう取組を行うことがでイアンスをより身近に感じてもらう取組を行うことがで
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きました。きました。
新入職員に対しては『新入職員向けコンプライアンス内新入職員に対しては『新入職員向けコンプライアンス内

部研修』を実施し、コンプライアンスカードおよび外部相部研修』を実施し、コンプライアンスカードおよび外部相
談カードを配布してコンプライアンスの周知と浸透を図談カードを配布してコンプライアンスの周知と浸透を図
りました。また、ハラスメント防止に関する内部研修をりました。また、ハラスメント防止に関する内部研修を
階層別に実施し、ハラスメントに関する知識習得の機会階層別に実施し、ハラスメントに関する知識習得の機会
を設けるとともに、ハラスメント防止に関する周知の機を設けるとともに、ハラスメント防止に関する周知の機
会とすることができました。会とすることができました。

外部相談窓口については、新たなポスターの掲示やコ外部相談窓口については、新たなポスターの掲示やコ
ンプライアンス通信での周知など利用促進に向けた取組ンプライアンス通信での周知など利用促進に向けた取組
を進め、その結果として年度後半に初めての利用が確認を進め、その結果として年度後半に初めての利用が確認
されました。されました。

９）ガバナンスの推進９）ガバナンスの推進
①ガバナンス態勢を充実させるために、経営会議や諸会①ガバナンス態勢を充実させるために、経営会議や諸会
議を通じて常勤役員が各部門の業務執行状況の管理と議を通じて常勤役員が各部門の業務執行状況の管理と
必要な指示を行うとともに、常勤役員会において重要必要な指示を行うとともに、常勤役員会において重要
事項の審議等を行い、適正なリスク管理に取り組む。事項の審議等を行い、適正なリスク管理に取り組む。

コロナ蔓延時や災害発生時等においても常勤役員にコロナ蔓延時や災害発生時等においても常勤役員に
よる業務執行の管理と指示態勢を維持するため、引きよる業務執行の管理と指示態勢を維持するため、引き
続き経営会議や諸会議においてWEB会議を積極的に活続き経営会議や諸会議においてWEB会議を積極的に活
用しました。用しました。

経営会議において、定期的に専務理事よりガバナン経営会議において、定期的に専務理事よりガバナン
スおよびコンプライアンスの指示や注意喚起を行ったスおよびコンプライアンスの指示や注意喚起を行った
ことにより、ガバナンスおよびコンプライアンスの周ことにより、ガバナンスおよびコンプライアンスの周
知浸透に効果があったと評価しています。知浸透に効果があったと評価しています。

また、信用保証協会に関する論文を発表した大学教また、信用保証協会に関する論文を発表した大学教
授とコロナ禍における信用保証協会等についての意見授とコロナ禍における信用保証協会等についての意見
交換を実施し、意見交換内容を内部で共有することや、交換を実施し、意見交換内容を内部で共有することや、
ゼロゼロ融資等の代位弁済分析を行い、経営会議におゼロゼロ融資等の代位弁済分析を行い、経営会議にお
いて常勤役員と共有するなど、協会経営の参考情報をいて常勤役員と共有するなど、協会経営の参考情報を
共有することによりリスク管理に努めました。共有することによりリスク管理に努めました。

②②内部監査を計画的に実施し、適正な業務運営の推進を図る。内部監査を計画的に実施し、適正な業務運営の推進を図る。
内部監査について、計画通りに全部署の監査を完了内部監査について、計画通りに全部署の監査を完了

することができました。することができました。
また、監査報告書には意見事項を付すなど、業務改また、監査報告書には意見事項を付すなど、業務改

善や事務ミス防止などに向けて貢献できたと評価して善や事務ミス防止などに向けて貢献できたと評価して
います。います。

1010）反社会的勢力排除に向けた取組の継続）反社会的勢力排除に向けた取組の継続
①反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、当該①反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、当該
情報を一元的に管理したデータベースを活用して、反情報を一元的に管理したデータベースを活用して、反
社会的勢力排除に向けた取組を継続する。社会的勢力排除に向けた取組を継続する。

神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員会より弁護神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員会より弁護
士を講師として招いて、役職員向けの「反社会的勢力な士を講師として招いて、役職員向けの「反社会的勢力な
どに対する研修」を実施し、反社会的勢力等への対応等どに対する研修」を実施し、反社会的勢力等への対応等
の知識習得の機会とすることができました。の知識習得の機会とすることができました。

②神奈川県暴力追放推進センターや神奈川県企業防衛対②神奈川県暴力追放推進センターや神奈川県企業防衛対
策推進協議会等の関係機関からの情報収集に努めると策推進協議会等の関係機関からの情報収集に努めると
ともに、神奈川県警察本部、ならびに各支所を管轄すともに、神奈川県警察本部、ならびに各支所を管轄す
る地元警察署、神奈川県弁護士会等との連携を図る。る地元警察署、神奈川県弁護士会等との連携を図る。

コロナ禍により中止となっていた神奈川県内信用保コロナ禍により中止となっていた神奈川県内信用保
証協会暴力団等排除連絡協議会を３年振りに開催し、証協会暴力団等排除連絡協議会を３年振りに開催し、
神奈川県暴力追放推進センター、神奈川県警察本部、神奈川県暴力追放推進センター、神奈川県警察本部、
地元警察署、神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員地元警察署、神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員
会、他協会と情報を交換できました。会、他協会と情報を交換できました。

また、神奈川県暴力追放県民大会および神奈川県銀また、神奈川県暴力追放県民大会および神奈川県銀
行連絡協議会運営委員会に参加し、反社会的勢力等に行連絡協議会運営委員会に参加し、反社会的勢力等に
関する最新情報の収集に努めることができました。関する最新情報の収集に努めることができました。

1111）組織力の強化に向けた人材の育成）組織力の強化に向けた人材の育成
人材育成基本方針に基づき、経営ビジョンや基本戦略人材育成基本方針に基づき、経営ビジョンや基本戦略

の着実な実行に向けて職員の育成を継続し、組織力の強の着実な実行に向けて職員の育成を継続し、組織力の強
化に繋げる。化に繋げる。

全国信用保証協会連合会主催研修については、階層別全国信用保証協会連合会主催研修については、階層別
研修の受講対象者に昇任試験対象者を追加したことによ研修の受講対象者に昇任試験対象者を追加したことによ
り、上位職に就いた際に速やかに業務に活かせるよう改り、上位職に就いた際に速やかに業務に活かせるよう改
善しました。また課題別研修を希望制としたことにより、善しました。また課題別研修を希望制としたことにより、
職員の自己啓発意欲を重視した研修受講に改善すること職員の自己啓発意欲を重視した研修受講に改善すること
ができました。ができました。

７月に実施したCS研修は「①業務端末、②モバイル７月に実施したCS研修は「①業務端末、②モバイル
PC、③USB貸出による在宅」の３種の受講形態を用意しPC、③USB貸出による在宅」の３種の受講形態を用意し
て実施し、時差出勤や在宅勤務等の多様な勤務形態に対て実施し、時差出勤や在宅勤務等の多様な勤務形態に対
応しました。応しました。

自己啓発への意識づけを高める周知を継続的に行っ自己啓発への意識づけを高める周知を継続的に行っ
た結果、令和４年度の信用調査検定受験者は11名（係長た結果、令和４年度の信用調査検定受験者は11名（係長
職以上は前年度比２名増）となりました。また、中小企職以上は前年度比２名増）となりました。また、中小企
業診断士が２名増加、マスターが１名増加し、中小企業診断士が２名増加、マスターが１名増加し、中小企
業診断士およびマスター資格保有率が62.1％（前年度末業診断士およびマスター資格保有率が62.1％（前年度末
60.3％）となり、自己啓発意欲促進に繋がったものと評60.3％）となり、自己啓発意欲促進に繋がったものと評
価しています。価しています。

国の施策等、幅広い知識を吸収するために、全国信用国の施策等、幅広い知識を吸収するために、全国信用
保証協会連合会より専務理事を招き、信用保証協会を巡保証協会連合会より専務理事を招き、信用保証協会を巡
る諸情勢等について内部研修を実施し、保証協会の現状る諸情勢等について内部研修を実施し、保証協会の現状
や今後について理解を深めることができたと評価していや今後について理解を深めることができたと評価してい
ます。ます。

1212）働きやすい職場環境づくりの推進）働きやすい職場環境づくりの推進
①ワークライフバランスを推進するため、出勤時間の選①ワークライフバランスを推進するため、出勤時間の選
択等により働き方の更なる多様化を実現するとともに、択等により働き方の更なる多様化を実現するとともに、
超過勤務時間の削減や休暇取得の促進に向けた取組を超過勤務時間の削減や休暇取得の促進に向けた取組を
継続する。継続する。

例年同様にノー残業デー、ノー残業ウィークを実施例年同様にノー残業デー、ノー残業ウィークを実施
し、ワークライフバランスの推進に寄与することがでし、ワークライフバランスの推進に寄与することがで
きました。また、制度化した時差出勤制度について、きました。また、制度化した時差出勤制度について、
各部署の課題と対応策を共有し、軌道に乗せることが各部署の課題と対応策を共有し、軌道に乗せることが
できました。特に子育て世代の職員から時間休暇を取できました。特に子育て世代の職員から時間休暇を取
得せず保育園等に送迎が可能となったなどの声を聞く得せず保育園等に送迎が可能となったなどの声を聞く
ことができました。ことができました。

定年引上げに伴う人事給与制度改正案を作成して階定年引上げに伴う人事給与制度改正案を作成して階
層別に説明を行うとともに、職員の意見等を踏まえ、層別に説明を行うとともに、職員の意見等を踏まえ、
改正内容の更なる検討を進めることができました。改正内容の更なる検討を進めることができました。

休暇取得を推進するとともに、休暇の取得が少ない休暇取得を推進するとともに、休暇の取得が少ない
職員および所属長に対して休暇取得の働きかけを行っ職員および所属長に対して休暇取得の働きかけを行っ
たことにより、全職員が休暇を５日以上取得することたことにより、全職員が休暇を５日以上取得すること
ができ、ワークライフバランスの推進に貢献できたもができ、ワークライフバランスの推進に貢献できたも
のと評価しています。のと評価しています。

②職員の健康を重要な経営資源と捉え、職員の「心と身体」②職員の健康を重要な経営資源と捉え、職員の「心と身体」
の健康を推進するとともに、職員間のコミュニケーショの健康を推進するとともに、職員間のコミュニケーショ
ンを高めながら、より活き活きと仕事ができる職場環ンを高めながら、より活き活きと仕事ができる職場環
境づくりに努める。境づくりに努める。

健康診断や人間ドックのデータ集計を通じて役職員の健康診断や人間ドックのデータ集計を通じて役職員の
健康課題の把握や健康課題に即した取組の実施、役職員健康課題の把握や健康課題に即した取組の実施、役職員
の運動習慣のきっかけづくりを目的として健康増進普及の運動習慣のきっかけづくりを目的として健康増進普及
期間（11月14日～25日）を設定して継続的な運動を日常期間（11月14日～25日）を設定して継続的な運動を日常
生活に取り入れたことにより、横浜健康経営認証クラス生活に取り入れたことにより、横浜健康経営認証クラス
AAAの認証を取得することができました。AAAの認証を取得することができました。

コロナ禍の長期化により、職員間のコミュニケーショコロナ禍の長期化により、職員間のコミュニケーショ
ン機会が少ないなか、ランチミーティング開催を促し、ン機会が少ないなか、ランチミーティング開催を促し、
仕事がしやすい職場環境の構築に貢献できたと評価し仕事がしやすい職場環境の構築に貢献できたと評価し
ています。ています。

創立75周年に関する取組として、従来の祝賀会形式創立75周年に関する取組として、従来の祝賀会形式
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を見直し、職員のロイヤルティやエンゲージメントのを見直し、職員のロイヤルティやエンゲージメントの
向上等を目的として、会長から職員に向け、協会の歴向上等を目的として、会長から職員に向け、協会の歴
史を振り返りながら存在意義を再確認し、困難な状況史を振り返りながら存在意義を再確認し、困難な状況
でも乗り越えることの重要性に関するメッセージをラでも乗り越えることの重要性に関するメッセージをラ
イブ配信するとともに、全職員への記念品配布等を実イブ配信するとともに、全職員への記念品配布等を実
施しました。施しました。

1313）基幹システムの安定運用とデジタル化の推進）基幹システムの安定運用とデジタル化の推進
①ハードウェアの更改、システムの保守・改善、災害対①ハードウェアの更改、システムの保守・改善、災害対
策訓練などを通じて基幹システムの安定運用に努め、策訓練などを通じて基幹システムの安定運用に努め、
確実な業務運営に繋げる。確実な業務運営に繋げる。

モバイルPCを全職員に配布したことで、自席においモバイルPCを全職員に配布したことで、自席におい
てWEB会議への参加やHP検索が可能となったことなてWEB会議への参加やHP検索が可能となったことな
どにより、業務効率化に寄与することができました。どにより、業務効率化に寄与することができました。

基幹サーバ更改については、ベンダーとミーティン基幹サーバ更改については、ベンダーとミーティン
グを重ねるとともに、更改リハーサルにおいて改善点グを重ねるとともに、更改リハーサルにおいて改善点
を洗い出し対応したことなど、準備を計画的に進めたを洗い出し対応したことなど、準備を計画的に進めた
ことにより大きな問題なく更改を完了することができことにより大きな問題なく更改を完了することができ
ました。ました。

また、最近のセキュリティ動向をテーマとした内部また、最近のセキュリティ動向をテーマとした内部
研修や、保証協会システムセンター主催の災害対策訓研修や、保証協会システムセンター主催の災害対策訓
練に参加することなどにより、基幹システムを安定運練に参加することなどにより、基幹システムを安定運
用するよう努めました。用するよう努めました。

②定型業務へのRPA導入や保管書類の電子化の検討を行②定型業務へのRPA導入や保管書類の電子化の検討を行
い、デジタル技術を活用した業務の効率化に取り組む。い、デジタル技術を活用した業務の効率化に取り組む。

定型業務へのRPA導入については、プロジェクトチー定型業務へのRPA導入については、プロジェクトチー
ムを中心として開発に取り組み、業務効率化に直結すムを中心として開発に取り組み、業務効率化に直結す
る28種類のRPAが稼働し、業務効率化に寄与することる28種類のRPAが稼働し、業務効率化に寄与すること
ができたと評価しています。ができたと評価しています。

また、保管書類の電子化についても、１月に役員会また、保管書類の電子化についても、１月に役員会
にてAI-OCRの技術を活用した検討の方向性を確定させにてAI-OCRの技術を活用した検討の方向性を確定させ
るなど、令和５年度に向けて道筋を明確にできたと評るなど、令和５年度に向けて道筋を明確にできたと評
価しています。価しています。

③市内事業者や金融機関の利便性向上のため、引き続き③市内事業者や金融機関の利便性向上のため、引き続き
信用保証書の電子化の推進に取り組むとともに、全国信用保証書の電子化の推進に取り組むとともに、全国
信用保証協会連合会が主体となり検討している保証申信用保証協会連合会が主体となり検討している保証申
込手続きの電子化にも対応していく。込手続きの電子化にも対応していく。

信用保証書の電子化については、県内３協会で連携信用保証書の電子化については、県内３協会で連携
を図り取扱金融機関を14機関にまで拡大できたことにを図り取扱金融機関を14機関にまで拡大できたことに
より、承諾件数の約７割が電子化となったことで、市より、承諾件数の約７割が電子化となったことで、市
内事業者や金融機関の利便性向上に寄与することがで内事業者や金融機関の利便性向上に寄与することがで
きたと評価しています。きたと評価しています。

保証申込手続きの電子化については、システムのテ保証申込手続きの電子化については、システムのテ
スト対応、県内３協会との打ち合わせ、先行導入してスト対応、県内３協会との打ち合わせ、先行導入して
いる他協会への業務視察など、準備を着実に進めるこいる他協会への業務視察など、準備を着実に進めるこ
とができました。とができました。

1414）広報の充実）広報の充実
引き続き当協会のイメージキャラクターである「ハマ引き続き当協会のイメージキャラクターである「ハマ

福」を積極的に活用しながら、ホームページやLINEなど各福」を積極的に活用しながら、ホームページやLINEなど各
種媒体を通じて、市内事業者や金融機関等関係機関にとっ種媒体を通じて、市内事業者や金融機関等関係機関にとっ
て有益な情報を分かり易く伝えることに努める。て有益な情報を分かり易く伝えることに努める。

ホームページやLINEを活用した広報や商工会議所等のホームページやLINEを活用した広報や商工会議所等の
機関誌への広告掲出など、市内事業者に役立つ情報を積機関誌への広告掲出など、市内事業者に役立つ情報を積
極的に発信することができました。極的に発信することができました。

令和４年度は新会長就任に伴うプレスリリースにも注令和４年度は新会長就任に伴うプレスリリースにも注
力し、神奈川新聞・ニッキンにおける就任時の記事掲載力し、神奈川新聞・ニッキンにおける就任時の記事掲載
に加え、タウンニュース「人物風土記」、および神奈川新に加え、タウンニュース「人物風土記」、および神奈川新
聞「トップに聞く」での取材対応による記事掲載により、聞「トップに聞く」での取材対応による記事掲載により、
トップメッセージを広く市民に周知することができたとトップメッセージを広く市民に周知することができたと
評価しています。評価しています。

11月には事業概況を「ハマ福通信」としてリニューアル11月には事業概況を「ハマ福通信」としてリニューアル
を実施しました。ご覧いただく皆さまが見やすく親しみを実施しました。ご覧いただく皆さまが見やすく親しみ
をもっていただける内容に一新するとともに、経営支援をもっていただける内容に一新するとともに、経営支援
実施企業のインタビュー記事を掲載することなどにより、実施企業のインタビュー記事を掲載することなどにより、
関係機関等から好評をいただくことができました。関係機関等から好評をいただくことができました。

創業保証制度を利用する際の手助けとなるツールとし創業保証制度を利用する際の手助けとなるツールとし
て「創業計画書」の記入方法に関する動画をYouTubeにて「創業計画書」の記入方法に関する動画をYouTubeに
アップロードし、創業計画書作成のハードルを低くするアップロードし、創業計画書作成のハードルを低くする
取組ができたと評価しています。取組ができたと評価しています。

1515）SDGsおよびCSRの推進）SDGsおよびCSRの推進
①国が選定した「SDGs未来都市・横浜」の一員として持①国が選定した「SDGs未来都市・横浜」の一員として持
続可能な社会を実現するため、発刊物の作成にあたり続可能な社会を実現するため、発刊物の作成にあたり
環境に配慮した素材を使用することやSDGs債への投環境に配慮した素材を使用することやSDGs債への投
資などに取り組む。資などに取り組む。

５月よりSDGsの更なる推進や親しみやすい雰囲気５月よりSDGsの更なる推進や親しみやすい雰囲気
づくり、働きやすい職場づくりに繋げることを目的にづくり、働きやすい職場づくりに繋げることを目的に
通年ノーネクタイを開始しました。通年ノーネクタイを開始しました。

令和４年１月１日に「SDGs宣言」を行うなど、特に地令和４年１月１日に「SDGs宣言」を行うなど、特に地
域課題解決などの取組を通じてSDGsの「目標８（働き域課題解決などの取組を通じてSDGsの「目標８（働き
がいも経済成長も）」、「目標17（パートナーシップで目がいも経済成長も）」、「目標17（パートナーシップで目
標を達成しよう）」に貢献していることを評価され、横標を達成しよう）」に貢献していることを評価され、横
浜市SDGs認証制度Y-SDGsにて上位認証（superior）を浜市SDGs認証制度Y-SDGsにて上位認証（superior）を
取得しました。取得しました。

ハマ福通信やディスクロージャー誌などの発刊物は、ハマ福通信やディスクロージャー誌などの発刊物は、
環境に配慮したFSC認証紙やベジタブルインクを活用環境に配慮したFSC認証紙やベジタブルインクを活用
して作成することによりSDGs実現に貢献する活動がして作成することによりSDGs実現に貢献する活動が
できたと評価しています。また、SDGsをテーマとしできたと評価しています。また、SDGsをテーマとし
たハマ福（当協会のイメージキャラクター）の形をしたたハマ福（当協会のイメージキャラクター）の形をした
マグネットについては、立体加工にするなどデザインマグネットについては、立体加工にするなどデザイン
にかわいらしさを追加する工夫をして作成したことで、にかわいらしさを追加する工夫をして作成したことで、
配布先から好評を得るとともに、SDGsの普及にも貢配布先から好評を得るとともに、SDGsの普及にも貢
献することができたと評価しています。献することができたと評価しています。

加えて、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（サステナ加えて、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（サステナ
ビリティボンド）を６億円、神奈川県発行のグリーンボビリティボンド）を６億円、神奈川県発行のグリーンボ
ンドを１億円、横浜市発行のサステナビリティボンドンドを１億円、横浜市発行のサステナビリティボンド
を１億円購入し、環境改善効果や社会的課題の解決等を１億円購入し、環境改善効果や社会的課題の解決等
持続可能な社会の形成への貢献を進めました。持続可能な社会の形成への貢献を進めました。

②当協会の社会的責任を果たすため、ボランティア活動②当協会の社会的責任を果たすため、ボランティア活動
や地域社会の貢献に繋がる活動に取り組む。や地域社会の貢献に繋がる活動に取り組む。

初めての取組として、７月に横浜市立大学みなとみ初めての取組として、７月に横浜市立大学みなとみ
らいサテライトキャンパスでの公開講座を実施しましらいサテライトキャンパスでの公開講座を実施しまし
た。市民向けの講座として地域社会の貢献に繋がる活た。市民向けの講座として地域社会の貢献に繋がる活
動を実施することができました。また、受講者からも動を実施することができました。また、受講者からも
満足との評価を受けるとともに、「保証協会に対する見満足との評価を受けるとともに、「保証協会に対する見
方が変わった」など、保証協会のイメージアップにも繋方が変わった」など、保証協会のイメージアップにも繋
がる取組になったと評価しています。がる取組になったと評価しています。

12月には横浜市立大学の出張講義を実施しました。12月には横浜市立大学の出張講義を実施しました。
例年実施している講義ではありますが、令和４年度は例年実施している講義ではありますが、令和４年度は
コロナ禍の中小企業支援をテーマに加えるなどの工夫コロナ禍の中小企業支援をテーマに加えるなどの工夫
により、学生から高い評価を得ることができました。により、学生から高い評価を得ることができました。

また、横浜マラソン2022に役職員34名がボランティまた、横浜マラソン2022に役職員34名がボランティ
アとして参加し、給水ボランティアを行い、数多くのアとして参加し、給水ボランティアを行い、数多くの
ランナーの力となるよう活動しました。ランナーの力となるよう活動しました。

さらに、北部支所の窓口に公益財団法人 日本盲導犬さらに、北部支所の窓口に公益財団法人 日本盲導犬
協会の募金箱を設置することや、使用済み切手を慈善協会の募金箱を設置することや、使用済み切手を慈善
団体へ寄付することにより社会貢献活動に取り組みま団体へ寄付することにより社会貢献活動に取り組みま
した。した。
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●● 経営計画（令和４年度）の実施状況に対する外部評価委員会の意見経営計画（令和４年度）の実施状況に対する外部評価委員会の意見
当協会では、経営の透明性を向上させ対外的な説明責任を適

切に果たすことを目的として、外部評価委員会を設けています。
令和５年６月20日に外部評価委員会を開催し、経営計画（令

和４年度）の実績に対する意見を頂きました。

【保証部門】
令和４年度は伴走支援保証制度の保証申込増加により保証

承諾が増え、保証承諾額が計画比126.7％と計画を達成しまし
た。一方で、保証債務残高は、横浜市新型コロナウイルス感染
症対応資金の返済が開始したため減少傾向にあるとのことです
が、保証債務残高については金額の多寡だけでなく、「質の維持」に引き続き留意してください。

伴走支援保証制度のチラシは事業者目線で作成されており高く評価できます。引き続き事業者のメリットをアピー
ルしたこのようなチラシをブラッシュアップし、保証制度の周知に力を入れていくことを期待します。

創業保証制度の広報について、未来の創業者をターゲットとすべく専門学校を訪問して周知したことは目の付け所
が良く、今後もこのような新たなルートを開拓していくことを期待します。

設立50・60・70周年を迎え代表者が高齢な企業に対し、事業承継支援を中心とした経営支援メニューが掲載され
た冊子を送付したことは良い取組と評価します。事業承継の課題は依然深刻であるところ、保証協会が経営者に対し
気付きを与えることは効果的ですので、保証協会が支援を行った成功事例をアピールするなど、引き続き取り組んで
ください。また、事業承継においては他機関との連携も重要であり、神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターとの連
携に加え、他機関とも連携することを検討してください。

【期中管理・経営支援部門】
令和４年度はコロナ禍の影響からの改善を優先すべく、市内事業者から経営改善等提案へのニーズが高まり、実績

が前年度を上回りました。経営支援に力を入れている点を評価します。
経営支援の周知や認知度向上のため、経営支援紹介動画をYouTubeにアップロードしたことは、視聴する事業者の

ためポイントを絞り短い動画にするなどの工夫もされており、大変良い取組であると評価します。また、経営支援事
例集は経営支援を利用した事業者の生の声が伝わる大変良いツールだと思いますが、情報が陳腐化しないよう効果的
に且つ、早めに活用するよう努めてください。

期中管理部門では資産調査等の情報把握力も非常に大事なノウハウです。特に初動が大切ですので、ノウハウの共
有に努めてください。

【収支状況】
当期収支差額は、代位弁済の減少や責任準備金戻入が大きかったため、計画額を上回りました。今後も適切に責任

準備金を積み立てる等、経営基盤の強化に努めてください。

【その他間接部門】
自然災害等の緊急事態発生時に備えたマニュアルを制定した点を評価します。近年は激甚災害が増加し、事業者に

影響が及んだ際に保証協会が事業者に寄り添った取組を行うことは非常に重要であるため、マニュアルを活用し態勢
整備に努めてください。

信用保証書の電子化などデジタル化の推進に努めている点を評価します。今後も機械がやるべきものと、人と人と
の繋がりが必要なものとを切り分けて推進していくことを期待します。

中小企業診断士等の資格保有率の上昇は評価できます。一方で、資格を取得していない職員がプレッシャーを感じ
ることや、職場に居辛くなるようなことがないように留意してください。

【コンプライアンス体制及び運営状況】
コンプアライアンス活動計画に基づく研修や委員会の開催等を通じてコンプライアンスに対する意識の向上が図ら

れていると評価します。
外部相談窓口の利用が初めてあったことは評価できます。今後は、解決が必要な相談事項があった際は、可能な限

り早急な解決ができるよう努めてください。
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信用保証制度のご案内
（１）信用保証制度の仕組み

返
済
が
困
難
な
場
合

返
済
が
困
難
な
場
合

❺代位弁済❺代位弁済

❷保証承諾❷保証承諾

❶保証依頼❶保証依頼

❸ 

融
　資

❸ 

融
　資

❹ 

返
　済

❹ 

返
　済

❸ 

信
用
保
証
料
の
お
支
払
い

❸ 

信
用
保
証
料
の
お
支
払
い

❶ 

保
証
委
託
申
込

❶ 

保
証
委
託
申
込

❻ 

返
　済

❻ 

返
　済

❶ 

融
資
申
込

❶ 

融
資
申
込

金融機関

お客さま

横浜市信用保証協会

❶

金融機関の窓口へお申込ください。金融機関の審査後に、当協会へ申込書類が送付
されます。
なお、金融機関とお取引がない等のお客さまには、金融機関をご紹介いたしますの
で、当協会にお気軽にご相談ください。

❷ 当協会は審査を行い、金融機関に対して「信用保証書」を発行します。
※審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がございます。

❸ 金融機関は、「信用保証書」に基づいてお客さまに融資を行います。
この際、お客さまには当協会宛に信用保証料をお支払いただきます。

❹ お客さまは、融資条件に従ってご返済をしていただきます。

❺ 何らかのご事情で借入金の返済ができなくなった場合は、当協会がお客さまに代
わって、金融機関に借入金を返済します。（代位弁済）

❻ 代位弁済後は、お客さまから当協会にご返済をしていただきます。

ご
挨
拶

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

個
人
情
報

保
護
宣
言

事
業
計
画
・

評
価

信
用
保
証
制
度
の

ご
案
内

事
業
者
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
支
援

ト
ピ
ッ
ク
ス

主
な
保
証
制
度

信
用
保
証
の

動
向

社
会
貢
献
活
動

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に

関
す
る
取
組

広
報
活
動

令
和
４
年
度

決
算

ご
相
談
窓
口
の

ご
案
内

信
用
保
証
制
度
の

ご
案
内

18



■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　横浜市信用保証協会の現況 DISCLOSURE 2023　■

（２）ご利用いただける方

（３）保証の内容

■所在地
横浜市内に、法人の場合は本店または事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居または事業所のいず

れかを有し、事業を営んでいることが必要です。

■企業規模
原則として中小企業信用保険法に定める中小企業・小規模事業者を対象としています。
常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当していればご利用いただけます。

業　種 従業員数 資本金
製 造 業 等 300人以下 3億円以下
卸 売 業 100人以下 1億円以下
小 売 業 50人以下 5,000万円以下
サ ー ビ ス 業 100人以下 5,000万円以下
医 療 法 人 等 300人以下 ―

※製造業等には、運送業・建設業・不動産業・旅行業等も含みます。
　 農林・漁業、風営法第２条第６項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業、金融業、非営利団体等、その他、公序良俗等の観点から当協会が

公的機関として支援・育成していくには相応しくない事業を行っている場合も対象となりません。

特定非営利活動法人（NPO法人）は、従業員数が300人（小売業を主たる事業とする事業者については50
人、卸売業・サービス業を主たる事業とする事業者については100人）以下の場合は保証の対象となります。

なお、反社会的勢力は信用保証協会の保証の対象とはなりません。

■■１企業に対する保証の最高限度額１企業に対する保証の最高限度額
個人・法人：２億8,000万円（うち無担保8,000万円）個人・法人：２億8,000万円（うち無担保8,000万円）
組合等　　：４億8,000万円組合等　　：４億8,000万円

■■資金使途資金使途
事業経営に必要な運転資金と設備資金の借入にご利用いただけます。事業経営に必要な運転資金と設備資金の借入にご利用いただけます。

（例）商品仕入資金、店舗の改装資金、機械設備の買替え資金等（例）商品仕入資金、店舗の改装資金、機械設備の買替え資金等
※生活資金や住宅資金、教育資金等にはご利用いただけません。※生活資金や住宅資金、教育資金等にはご利用いただけません。

■■連帯保証人連帯保証人
必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
当協会では「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に則り対応しています。また、下記の３つの取扱い当協会では「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に則り対応しています。また、下記の３つの取扱い

のいずれかに該当すれば、経営者保証のいずれかに該当すれば、経営者保証※※を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。

通　称 要　件

金融機関連携型金融機関連携型

●  取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ●  取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ
担保による保全がない融資残高がある（もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を担保による保全がない融資残高がある（もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を
行う）。行う）。

●  「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経●  「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経
常利益が連続して赤字でないこと」。常利益が連続して赤字でないこと」。

● 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。 など● 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。 など

財 務 要 件 型財 務 要 件 型 ●  直近決算期において一定の財務要件を満たしている。●  直近決算期において一定の財務要件を満たしている。
　 （「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります）　 （「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります）

担 保 充 足 型担 保 充 足 型 ● 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。● 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

※金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になることを経営者保証といいます。
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■■責任共有制度責任共有制度
信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業・小規模事業者の事業意欲信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業・小規模事業者の事業意欲

等を継続的に把握し、融資実行、融資後における経営支援や再生支援といった等を継続的に把握し、融資実行、融資後における経営支援や再生支援といった中小企業・中小企業・小規模事業者小規模事業者に対に対
する適切な支援を行うこと等を目的とし平成19年10月に導入されました。する適切な支援を行うこと等を目的とし平成19年10月に導入されました。

原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。

金融機関は「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれかの方式を選択しています。金融機関は「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれかの方式を選択しています。
いずれの方式においても金融機関の負担割合（20％）は同等です。いずれの方式においても金融機関の負担割合（20％）は同等です。

【部分保証方式】【部分保証方式】
　融資金額の80％を信用保証協会が保証する方式　融資金額の80％を信用保証協会が保証する方式

【負担金方式】【負担金方式】
　金融機関毎の信用保証の利用実績に応じた負担金を金融機関が信用保証協会に納付する方式　金融機関毎の信用保証の利用実績に応じた負担金を金融機関が信用保証協会に納付する方式

【責任共有対象外となる保証制度】
❶経営安定関連保証（セーフティネット保証）１号～４号、６号	 ❷災害関係保証
❸創業関連保証（再挑戦支援保証、スタートアップ創出促進保証を含む）	 ❹特別小口保険に係る保証
❺事業再生保証	 ❻小口零細企業保証	 ❼求償権消滅保証
❽中堅企業特別保証	 ❾東日本大震災復興緊急保証	 �事業再生計画実施関連保証（注１）
�危機関連保証	 �事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）（注２）	
�伴走支援型特別保証（注３）

（金融機関の負担部分イメージ図）

⬇ ⬇

⬇

20%
非保証
部分

80%
保証部分

100%
保証部分

【負担金方式】【部分保証方式】

20%
金融機関
負担部分

20%
金融機関
負担部分

80%
代位弁済額

100%
代位弁済額

負担金納付時

代位弁済時

保 証 時

責任共有対象外保証料率表
区 分
保 証 料 率

①
2.20

②
2.00

③
1.80

④
1.60

⑤
1.35

⑥
1.10

⑦
0.90

⑧
0.70

⑨
0.50

（％）

責任共有保証料率表

＊特殊保証とは、当座貸越根保証、事業者カードローン、手形割引根保証です。

区 分
保 証 料 率
（特 殊 保 証）

①
1.90

（1.62）

②
1.715

（1.49）

③
1.55

（1.32）

④
1.35

（1.15）

⑤
1.15

（0.98）

⑥
1.00

（0.85）

⑦
0.80

（0.68）

⑧
0.60

（0.51）

⑨
0.45

（0.39）

（％）

（４）信用保証料について

■信用保証料
信用保証協会の保証を受ける際には、信用保証料をお支払いただきます。
信用保証料は、保証料率をもとに算出されます。
保証料率については、原則、お客さまの財務内容に応じて９段階の料率体系となっています。
基本となる保証料率は責任共有保証料率ですが、責任共有対象外保証制度については、責任共有対象外保

証料率が適用されます。

※ セーフティネット保証や流
動資産担保融資保証（ABL
保証）、危機関連保証等の
特別な保証は政策的に配慮
された一律の保証料率が適
用されます。

（注１）責任共有対象外となる保証（責任共有制度導入前の保証を含む）を同額以内で借り換えた場合。
（注２） 責任共有対象外となる保証（責任共有制度導入前の保証を含む）またはセーフティネット保証５号であって、危機指定期間内（令

和２年２月１日～令和３年12月31日）に貸付実行された保証を同額以内で借り換えた場合。
（注３）セーフティネット保証４号の認定書を用いて利用した場合、または責任共有対象外となる保証を同額以内で借り換えた場合。
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信用保証の動向
（１）当協会の利用率

（２）保証承諾・保証債務残高・代位弁済・回収の推移
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当協会をご利用いただいている中小企業のお客さま

25,609者
（令和５年３月末時点）

横浜市内中小企業者の当協会利用率

35.5％
※当協会利用率＝利用企業者数÷横浜市内の中小企業者数
　 横浜市内の中小企業者数は、平成30年11月30日中小企業庁 

公表資料を参照

横浜市内の中小企業者数
72,161者

25,609者
35.5％

横浜市内の中小企業者の３者に１者ご利用いただいています。
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（３）保証承諾・代位弁済の推移（金融機関群・業種・行政区）

（億円） （億円）保証承諾の推移 代位弁済の推移

■
平成30年度

■
令和元年度
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（億円） 保証承諾の推移
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（４）令和４年度の実績

●●保証承諾保証承諾
令和４年度の保証承諾額は、1,266億79百万円（前年比104.1％）となりました。
①金融機関群別保証承諾 （百万円・％）

区　分 金額 前年比 構成比
都市銀行 6,814 67.4 5.4 
地方銀行 9,374 62.1 7.4 
第二地銀 12,476 86.4 9.9 
信用金庫 97,982 119.5 77.4 
その他 33 39.3 0.0 

合　計 126,679 104.1 100.0 

②業種別保証承諾 （百万円・％）

区　分 金額 前年比 構成比
製造業 15,922 122.3 12.6 
建設業 34,988 109.4 27.6 
卸売業 14,536 108.2 11.5 
小売業 10,430 113.6 8.2 
飲食業 4,238 88.2 3.4 
運送倉庫業 4,166 103.2 3.3 
サービス業 19,206 97.7 15.2 
不動産業 22,250 89.4 17.6 
印刷業・出版業 764 186.2 0.6 
旅行業 15 1450.0 0.0 
その他産業 165 64.9 0.1 

合　計 126,679 104.1 100.0 

③制度別保証承諾 （百万円・％）

区　分 金額 前年比 構成比

協

会

制

度

一般保証 8,293 88.6 6.6 
全国小口 483 33.2 0.4 
当貸・カード 1,244 78.6 1.0 
よこはまアドバンテージ 15,873 102.1 12.5 
けいぞく 2,968 76.6 2.3 
伴走支援特別保証 2,297 161.5 1.8 
その他協会制度 3,834 58.6 3.0 

小　計 34,991 87.9 27.6 

横

浜

市

制

度

振興資金 13,600 105.7 10.7 
SDGsよこはま資金※1 518 47.5 0.4 
小規模企業特別資金 7,637 134.9 6.0 
小規模安定サポート 162 91.5 0.1 
経営安定資金 3,432 91.8 2.7 
新型コロナウイルス特別資金※2 6,427 35.2 5.1 
創業おうえん資金（創業） 3,481 103.3 2.8 
事業承継資金 経保不要特別 104 35.0 0.1 
伴走支援特別資金※3 55,731 446.9 44.0 
その他市制度 596 2.5 0.5 

小　計 91,688 111.9 72.4 
合　計 126,679 104.1 100.0 

金融機関群別保証承諾

業種別保証承諾

月別保証承諾
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※1 前年比については、前年度の「よこはまプラス資金（一部）」と比較しています。
※2  前年比については、前年度の「経済変動対応資金」、「新型コロナウイルス経済変動対応資金」、「よこはまプラス資金（一部）」を対象に加え比較

しています。 
※3  伴走支援特別資金は、「新型コロナウイルス伴走支援特別資金」と「伴走型経営支援特別資金」の合算となり、前年比については、前年度の「新型

コロナウイルス伴走支援特別資金」と比較しています。
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（億円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

■ 令和３年度　■ 令和４年度
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（億円） ■ 令和３年度　■ 令和４年度
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条件変更債務残高 構成比
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（１）公益的使命の達成に向けた取組 協約目標 実績 達成率※１

創業者への金融支援の促進
（創業関連保証、創業等関連保証の保証承諾件数） 1,150件 961件 83.6%

事業承継に向けた企業面談（オンライン含む）の推進
（事業承継支援のご案内で面談した中小企業者数） 375企業 352企業 93.9%

（２）財務に関する取組 協約目標 実績 達成率※１

専門家派遣の推進 900件 607件 67.4%

（３）人事・組織に関する取組 協約目標 実績

全国信用保証協会連合会主催の「信用調査検定」の中の上級資格「認定経営
アドバイザー」または中小企業診断士の資格保有率の更なる増加 60.0% 62.1%

※１　達成率：３年間の協約目標に対する達成率　
　　

●●代位弁済代位弁済
令和４年度の代位弁済額は、64億円（前年比186.6％）となりました。令和４年度の代位弁済額は、64億円（前年比186.6％）となりました。

●●求償権回収求償権回収
令和４年度の求償権回収額は、16億円（前年比99.1％）となりました。

●●条件変更債務残高条件変更債務残高
令和４年度の条件変更債務残高は、535億円（前年比75億円の増加）となりました。
保証債務残高に占める構成比は、8.9％（同1.7ポイントの増加）となりました。

●●横浜市との協約目標進捗状況横浜市との協約目標進捗状況
令和３年度から令和５年度の３年間の協約目標に対する令和４年度までの実績
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事業者のニーズに応じた支援
中小企業・小規模事業者のニーズに応じた多様な資金需要や経営支援にきめ細かく対応できるよう、金融中小企業・小規模事業者のニーズに応じた多様な資金需要や経営支援にきめ細かく対応できるよう、金融

機関や支援機関等と連携を図りながら、様々な支援を行っています。機関や支援機関等と連携を図りながら、様々な支援を行っています。

創業支援創業支援
●●創業者を応援創業者を応援するする取組取組

横浜市内経済の活性化に貢献するため、独立開業の夢を持ち、新横浜市内経済の活性化に貢献するため、独立開業の夢を持ち、新
たに事業を開始する皆さまを応援しています。たに事業を開始する皆さまを応援しています。

これから事業を始めたい方や創業して間もない方におすすめの保これから事業を始めたい方や創業して間もない方におすすめの保
証制度をご用意しています。証制度をご用意しています。

また、創業関連の保証制度をご利用いただいた方へ、創業後に生また、創業関連の保証制度をご利用いただいた方へ、創業後に生
じた経営課題の解決をお手伝いするため、お借入後１年経過時を目じた経営課題の解決をお手伝いするため、お借入後１年経過時を目
途に再度協会担当者が訪問する創業後の経営支援も実施しています。途に再度協会担当者が訪問する創業後の経営支援も実施しています。

　　

令和４年度の実績
　創業おうえん資金 487件 34億81百万円
　創業関連保証 4件 15百万円

● ● スタートアップする起業家や創業者を応援する保証制度 スタートアップする起業家や創業者を応援する保証制度 
 「スタートアップ創出促進保証制度（SSS保証）」 「スタートアップ創出促進保証制度（SSS保証）」

創業から一定期間を経過していない会社等を対象に、経営者保証を不要とする創業時の保証制度「スター
トアップ創出促進保証制度（SSS保証）」をご用意しております。

ご利用いただける方は次のいずれかに該当する方です。

創業を予定されている方 創業後５年未満の法人

・ 事業を営んでいない個人で、２か月以内（※）・ 事業を営んでいない個人で、２か月以内（※）
に法人を設立し事業を開始する具体的な計画に法人を設立し事業を開始する具体的な計画
がある方がある方

　（※） 市区町村が実施する認定特定創業支援等事業によ　（※） 市区町村が実施する認定特定創業支援等事業によ
り支援を受けて創業する方は、６か月以内。り支援を受けて創業する方は、６か月以内。

・ 分社化により別法人を設立して事業を開始す・ 分社化により別法人を設立して事業を開始す
る予定の法人る予定の法人

・ 事業を営んでいない個人が設立した法人で、・ 事業を営んでいない個人が設立した法人で、
設立から５年未満である法人設立から５年未満である法人

・ 分社化により別法人として新たに設立した法・ 分社化により別法人として新たに設立した法
人で、設立から５年未満である法人人で、設立から５年未満である法人

・ 事業を営んでいない個人が開始した事業を法・ 事業を営んでいない個人が開始した事業を法
人化し、個人創業時から５年未満である法人人化し、個人創業時から５年未満である法人

本制度を利用した方は、原則として法人設立から３年目と５年目に中小企業活性化協議会によるガバナン
ス体制の整備に関するチェック（※）を受け、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」（写）を金融
機関に提出していただきます。

（※） 持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させるためにはガバナンス体制の整備・強化が必要であり、中小企業活性化協議会が「経営の透明性」
「法人個人の分離」「財務基盤の強化」等についてチェックを行います。

令和４年度

創業おうえん資金
これから創業される方に加え、

創業後5年未満の方にもご利用いただけます！

融資額  3,500万円 以内
融資期間 10年以内

横浜市信用保証協会が保証料率を0.4％割引、
横浜市が保証料の1／4を助成します。

市外で事業を開始後、市内に移転した方・
個人事業開始後、法人を設立された方も
ご利用いただけます！！

保証料率

0.8％

当協会の割引

▲0.4％

横浜市の助成

1／4

お客様負担

0.3％

横
浜
市
信
用
保
証
協
会
か
ら
の
お
知
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せ

横浜市経済局
（令和４年４月1日時点）

A03379_Tie-up{11}

ご
挨
拶

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

個
人
情
報

保
護
宣
言

事
業
計
画
・

評
価

信
用
保
証
制
度
の

ご
案
内

事
業
者
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
支
援

ト
ピ
ッ
ク
ス

主
な
保
証
制
度

信
用
保
証
の

動
向

社
会
貢
献
活
動

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に

関
す
る
取
組

広
報
活
動

令
和
４
年
度

決
算

ご
相
談
窓
口
の

ご
案
内

事
業
者
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
支
援

26



■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　横浜市信用保証協会の現況 DISCLOSURE 2023　■

経営支援・再生支援経営支援・再生支援
個別企業の課題に即した経営改善、生産性向上や事業再生を支援するため、原則無料の専門家派遣や経営個別企業の課題に即した経営改善、生産性向上や事業再生を支援するため、原則無料の専門家派遣や経営

サポート会議、職員による訪問を実施しています。サポート会議、職員による訪問を実施しています。

●●経営支援における関係機関経営支援における関係機関
経営支援は様々な機関と連携し、事業者のニーズに合った支援を行っています。経営支援は様々な機関と連携し、事業者のニーズに合った支援を行っています。

●●中小企業支援機関等との連携中小企業支援機関等との連携
〇（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC横浜）〇（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC横浜）

「小規模事業者向け無料出張相談」への橋渡しを行い、具体的な経営課題を有する小規模・零細企業の「小規模事業者向け無料出張相談」への橋渡しを行い、具体的な経営課題を有する小規模・零細企業の
皆さまの経営支援活動に取り組んでいます。皆さまの経営支援活動に取り組んでいます。

　令和４年度の橋渡し実績　９企業　令和４年度の橋渡し実績　９企業
〇神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター〇神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター

後継者がご不在の中小企業・小規模事業者のＭ＆Ａについてのご相談等もお受けしています。後継者がご不在の中小企業・小規模事業者のＭ＆Ａについてのご相談等もお受けしています。
　令和４年度の事業　令和４年度の事業承継・承継・引継ぎ支援センターへの紹介実績　６企業引継ぎ支援センターへの紹介実績　６企業

●●ファンドへの出資ファンドへの出資
地方創生等への貢献を果たすため、創業者や小規模事業者等の成長を支援する地域ファンド「かながわ中地方創生等への貢献を果たすため、創業者や小規模事業者等の成長を支援する地域ファンド「かながわ中

小企業支援ファンド」に出資しています。小企業支援ファンド」に出資しています。

●●かながわ企業支援ネットワーク／経営サポート会議かながわ企業支援ネットワーク／経営サポート会議
かながわ企業支援ネットワークは、神奈川県内の金融機関、経営支援機関、国・地方公共団体等により構かながわ企業支援ネットワークは、神奈川県内の金融機関、経営支援機関、国・地方公共団体等により構

成され、経営改善・事業再生等のノウハウ・スキルの共有化等を行う枠組みです。成され、経営改善・事業再生等のノウハウ・スキルの共有化等を行う枠組みです。
中小企業・小規模事業者、金融機関の要請に基づく経営サポート会議（バンクミーティング）も開催してい中小企業・小規模事業者、金融機関の要請に基づく経営サポート会議（バンクミーティング）も開催してい

ます。ます。
令和４年度　経営サポート会議　開催実績　 24企業令和４年度　経営サポート会議　開催実績　 24企業

外部専門家

金融機関

士業団体

中小企業支援機関
横浜商工会議所
　　　　　　　　　  など

神奈川県弁護士会
東京地方税理士会
神奈川県司法書士会
　　　　　　　　　　　  など

中小企業活性化協議会
事業承継・引継ぎ支援センター
よろず支援拠点

銀行・信用金庫
　　　　　　　　 など

一般社団法人

　神奈川県中小企業診断士会
日本公認会計士協会 神奈川県会

公益財団法人
　横浜企業経営支援財団
　（IDEC横浜）

経
営
支
援

公益財団法人
　神奈川産業振興センター

お客さま

横浜市信用保証協会
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●●専門家派遣専門家派遣
中小企業診断士等の専門家を派遣して、経営改善等の提案や経営改善等の計画策定支援を行っています。中小企業診断士等の専門家を派遣して、経営改善等の提案や経営改善等の計画策定支援を行っています。
また、特定課題の解決のため、専門家の派遣日数１日でもご利用いただける「ターゲット支援」の取組も行っまた、特定課題の解決のため、専門家の派遣日数１日でもご利用いただける「ターゲット支援」の取組も行っ

ています。ています。

（単位：者）

令和４年度実績 計　画 実　績 計画比 前年比

対象企業への訪問 600 574 95.7% 100.2%

専門家派遣 400 320 80.0% 111.5%

経営改善等提案 120 156 130.0% 123.8%

経営改善等計画策定支援 80 46 57.5% 66.7%

既支援先フォローアップ 200 118 59.0% 128.3%

● ● 財務診断財務診断
McSS（一般社団法人CRD協会が提供する財務診断ツール）を

用いて、財務面における診断報告書を「無料」でご提供していま
す。同業種内や地域、売上規模による順位や偏差値を算出し、
各種の経営指標を同業種平均値と比較することができます。

財務診断報告書は当協会ホームページからもお申込みい
ただけます。

あまり参考にならなかった  1%

部分的に参考になった  5%

まずまず参考になった  14%

とても参考になった
80%

ご利用されたお客さまの評価

横
浜
市
信
用
保
証
協
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

企業の財務診断を
       受けてみませんか？
企業の財務診断を
       受けてみませんか？

McSS財務診断報告書提供サービスのご案内

McSSとは…

無料!!

保証協会をご利用していない方も
是非ご活用ください！

ＭｃＳＳ（中小企業経営診断システム）とは、 Management consulting Support Systemの略で、一般社団法人ＣＲＤ
協会が構築した全国100万者を超える財務データベースであるＣＲＤを使って中小企業の決算数値と同業種の中央値を
比較する簡易な財務診断を行うシステムです。

分かりやすい診断報告書
●同業種内、地域内、売上規模による順位や偏差値が算出されます。
●毎期受診いただくことで、経営状況を時系列で客観的に把握できます。

中小企業の財務状況を表す代表的な１０の指標
について、全国同業種企業群の標準的な姿を
表す「同業種中央値」と比較し、財務面における
特徴がレーダーチャートで表現されます。

全国の中小企業における企業の信用力の相対
的な位置づけがＣＲＤランク（Ａ～Ｅ）及び偏差
値で表現されます。

ご利用いただける方
保証協会をご利用いただける事業内容を営む法人の方
（保証協会をご利用いただいていない方でも診断可能です。）

専門家派遣の「特徴」や「流れ」を動画
形式でわかりやすく解説しています。

ぜひ一度ご覧いただき、専門家派遣
の利用をご検討ください。

Igogottyyooouurrbback!

横浜の中小企業の「明日」を身近でサポート

経営支援事例集
事業の成長・発展を共に考え、未来へと歩む第一歩─。

専門家派遣により支
援を受けた方のインタ
ビューを掲載している
経営支援事例集もござ
います。

当協会が派遣する専
門家の紹介も掲載して
おります。

【専門家派遣の流れ】

訪問

職員が事業者を訪問
し、経営状況につい
てお伺いします。

当協会が選定した専
門家と顔合わせを実
施します。（１時間）

顔合わせ 専門家派遣

経営課題の抽出・整
理を行い、課題解決
の方策を検討します。
（２時間×３～８回）

最終報告会

課題解決の方策等
を金融機関と共有
します。

３年間、年１回の訪
問による経営状況の
支援をします。

フォローアップ

WEB受付フォーム
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事業承継支援事業承継支援
協会担当者が個別企業を訪問して事業承継の準備状況を確認（事業承継診断チェック）させていただき、必

要に応じて専門家派遣による事業承継に向けたご支援や、関係機関との連携によりご支援しています。
また、事業承継専用の保証制度もご用意し、事業承継を資金面でもご支援しています。
令和４年度は、横浜市中央図書館との共催で、事業承継をテーマとした「経営者のための事業承継セミ

ナー」を開催し、事業承継に課題を抱える皆さまに情報提供を行いました。

令和４年度の実績
　事業承継診断チェック 200企業
　事業承継資金 10件　３億54百万円

関係機関との連携関係機関との連携
●●金融機関との連携金融機関との連携

金融機関との対話を通じた連携に注力するとともに、保証付き融資とプロパー融資を柔軟に組み合わせる
取組や、伴走支援型の保証制度により、中小企業・小規模事業者の事業の発展を支援しています。

○金融機関訪問
　 金融機関の皆さまに信用保証協会の現状や取組等をご説明し、信用保証制度を適切にご利用いただくた

め、金融機関を訪問しています。
　令和４年度の保証審査担当者による金融機関訪問実績　延べ154店舗
○金融機関との協調融資制度
　金融機関と協調した融資制度「よこはまタイアップ保証」を活用した資金繰り支援をしています。
　令和４年度の協調融資制度の承諾実績　53件　15億64百万円
○伴走支援型の保証制度
　 「新型コロナウイルス伴走支援特別資金（現：伴走型経営支援特別資金）」および「伴走支援型特別保証」を

活用し、金融機関による継続的な伴走支援を受けながら経営改善を図る中小企業・小規模事業者を支援
しています。

　令和４年度の伴走支援型保証制度の承諾実績　2,649件　580億28百万円

●●横浜市との連携横浜市との連携
取扱金融機関に融資原資の一部を預け入れることにより、長期・固定で低利の横浜市中小企業融資を実現

しています。一部資金では、信用保証料の一部を助成することで、借入時の中小企業・小規模事業者の負担
軽減を図っています。

令和４年度の横浜市中小企業融資の実績　5,856件　916億88百万円

令和４年度

事業承継資金
（経営者保証不要）
事業承継時に障壁となる保証人（経営者保証含む）を解除し、

スムーズな事業承継を応援します！

保証人不要
プロパー借入の
借換も可能

ニューマネーにも対応
保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する方、
M&A等による事業承継をこれから実施する方は、
既往借入の借換に加え新規資金の調達も可能です。

横浜市信用保証協会が0.1％保証料を割引し、
横浜市が1/10保証料を助成します。
※横浜市の保証料助成、保証協会の割引は融資額5,000万円が上限となります。

横
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信
用
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横浜市経済局
（令和４年４月1日時点）
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広報活動
当協会のことを知っていただき、身近な存在として捉えていただくため、広報活動に積極的に取り組んで当協会のことを知っていただき、身近な存在として捉えていただくため、広報活動に積極的に取り組んで

います。います。

北部支所

〒222－0033　港北区新横浜３－９－18（新横浜TECHビルB館６階）
TEL：045-470-5600
＜アクセス＞　JR新横浜駅「横浜アリーナ」方面出口から徒歩約７分
 横浜市営地下鉄新横浜駅　７番出口より徒歩約４分

西部支所

〒220－0004　西区北幸１－６－１（横浜ファーストビル７階）
TEL：045-319-5335
＜アクセス＞　横浜駅　西口より徒歩約３分
 横浜市営地下鉄横浜駅　10番出口より徒歩約１分

南部支所

〒233－0002　港南区上大岡西１－６－１（ゆめおおおかオフィスタワー 22階）
TEL：045-844-6621
＜アクセス＞　京浜急行上大岡駅　３階改札口より徒歩約３分
 横浜市営地下鉄上大岡駅　６番出口より徒歩約３分

■港北区　■緑区　■青葉区　■都筑区

■鶴見区　■神奈川区　■西区　■保土ケ谷区　■旭区　■瀬谷区

■南区　■金沢区　■戸塚区　■港南区　■栄区　■泉区

■中区　■磯子区保証担当地区

保証担当地区

保証担当地区

保証担当地区

本　　所

〒231－8505　中区山下町22（山下町SSKビル10階）
経営支援部　保証課、保証統括課　　　TEL：045-662-6623
　　　　　　経営支援室　経営支援課　TEL：045-662-6624
＜アクセス＞　みなとみらい線日本大通り駅　３番情文センター出口より徒歩約３分
 JR関内駅　南口より徒歩約12分・JR石川町駅　中華街口より徒歩約13分
 横浜市営地下鉄関内駅　１番出口より徒歩約12分

横浜港
郵便局 ザ・コンチネンタル横浜

神奈川
県民ホール

シルク
センター

大
桟
橋
通
り

海岸通り

横浜港

日
本
大
通
り

大
桟
橋

横浜地裁

横浜公園

横浜
スタジアム

中区役所

中華
街大
通り

←横浜

延
平
門

みなとみらい線
日本大通り駅

JR石川町駅
JR根岸線

JR関内駅
←横浜

←横浜

↓上大岡 磯子→

山下公園

関内駅 市
営
地
下
鉄

山下町SSKビル 10階

県庁
県庁新庁舎

元町・中華街→

みなと
総合高

中華街
北門 善隣門

加賀町
警察署

ロイヤルホール

横浜
アリーナ

新横浜
プリンスホテル

市
営
地
下
鉄

↑
あ
ざ
み
野

新
横
浜
駅

東海道新幹線

環状2号線 歩道橋歩道橋歩道橋歩道橋

東京→←小田原

横浜↓
横浜→

JR横浜線

新横浜TECHビル B館6階

←町田

JR新横浜駅

キュービックプラザ

ロータリー

ロータリー

市
営
地
下
鉄

関
内
↓

↑
新
横
浜

横
浜
駅

東京→←戸塚

横浜
髙島屋

横浜駅

横浜
モアーズ

ジョイナス

ヨドバシ
カメラ

天理
ビル

横浜
ベイシェラトン

横浜
ベイシェラトン

←上永谷

横浜→

横浜→

←金沢文庫

ミオカ

camio

京浜急行線

上大岡駅
市営地下鉄

鎌倉街道

上大岡駅
京急百貨店

ゆめおおおかオフィスタワー 22階
メインエントランスは2階です

信用保証のご案内
令和5年度版

横
浜
市
信
用
保
証
協
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

https://www.sinpo-yokohama.or.jp

横浜の中小企業の「明日」を身近でサポート

相談窓口のご案内

B03055[100]Igogottyyooouurrbback!

横浜の中小企業の「明日」を身近でサポート

経営支援事例集
事業の成長・発展を共に考え、未来へと歩む第一歩─。

最終校

I got your back！

横浜の中小企業の「明日」を身近でサポート

横浜市信用保証協会
イメージキャラクター

巻頭インタビュー
株式会社ヌアンズ
代表取締役 島村 展雄さん

令和4年度

●ホームページ
最新の情報を紹介しています。
当協会の概要、信用保証制度の仕組

み、保証制度のご案内等を掲載してい
ます。

●LINE
保証制度の創設、国や横浜市の補助

金のご案内等、当協会の最新の取組や
経営に役立つ情報を発信しています。

●広報物
信用保証のご案内、経営支援事業の

取組（経営支援事例集）等を発行してい
ます。

●YouTube
YouTube公式チャンネルでは、中小

企業・小規模事業者の皆さまや関係機
関の皆さまにとって有益となる情報を
投稿しています。

当協会ホームページは
こちら

友だち登録は
こちら

広報物のご案内ページは
こちら

YouTube 公式チャンネルは
こちら
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主な保証制度
（１）横浜市中小企業融資制度

中小企業・小規模事業者の皆さまが事業を行っていく上で必要な運転資金や設備資金を円滑に調達できる中小企業・小規模事業者の皆さまが事業を行っていく上で必要な運転資金や設備資金を円滑に調達できる
よう、横浜市が当協会および取扱金融機関と連携して行っている融資制度です。よう、横浜市が当協会および取扱金融機関と連携して行っている融資制度です。

制度名 融資額 保証期間 融資利率（年） 信用保証料率（年）

SDGsよこはま資金 2億8,000万円以内
（組合は4億8,000万円以内）

運転資金   7年以内
設備資金

15・20年以内

●固定金利
　  1年以内　0.9％以内
　  3年以内　1.2％以内
　  5年以内　1.4％以内
　10年以内　1.6％以内
　15年以内　1.8％以内
　20年以内　2.0％以内

0.3375～1.4250％
（融資額5,000万円を

上限に横浜市が
1/4助成）

伴走型経営支援
特別資金

1億円以内
（当協会および他の保証協会に

おける利用額との合計金額）

運転資金 10年以内
設備資金 10年以内

●固定金利
　  1年以内　0.9％以内
　  3年以内　1.2％以内
　  5年以内　1.4％以内
　10年以内　1.6％以内

0.100～1.035％
（国による保証料補助

後に横浜市が1/2
または1/10助成）

経済変動特別資金 2億8,000万円以内
（組合は4億8,000万円以内）

運転資金
５・10年以内

設備資金
7・15年以内

●固定金利
　  1年以内　0.9％以内
　  3年以内　1.2％以内
　  5年以内　1.4％以内
　10年以内　1.6％以内
　15年以内　1.8％以内

0.405～1.710％
（融資額5,000万円を

上限に横浜市が
1/10助成）

創業おうえん資金 3,500万円以内 運転資金 10年以内
設備資金 10年以内

●固定金利
　　　1.9％以内
* 特定創業支援等事業による支援を受
けた方などは1.5%以内

0.30％
（当協会が0.4％割引

+
横浜市が1/4助成）

* 特定創業支援等事業による支援を
受けた方などは横浜市が全額助成

小規模企業
特別資金 2,000万円以内 運転資金 10年以内

設備資金 15年以内

●固定金利
　  1年以内　1.2％以内
　  3年以内　1.6％以内
　  5年以内　1.8％以内
　15年以内　1.9％以内
●変動金利
　短期プライムレート

+0.4％以内

0.45～1.98％
（横浜市が1/10助成）

小規模企業資金繰り
安定サポート資金

2,000万円以内
（ただし、直近決算における

平均月商の２倍以内）
運転資金 1年以内 取扱金融機関の

所定利率
0.35～1.80％

（当協会が0.1％割引）

経営安定資金 2億8,000万円以内
（組合は4億8,000万円以内）

運転資金 10年以内
設備資金 10年以内

●固定金利
　　　1.7％以内 0.45～1.90％
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制度名 融資額 保証期間 融資利率（年） 信用保証料率（年）

事業承継資金 2億8,000万円以内 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内

取扱金融機関の
所定利率

0.3375～1.4250％0.3375～1.4250％
（融資額5,000万円を（融資額5,000万円を

上限に横浜市が上限に横浜市が
1/4助成）1/4助成）

事業承継資金
（経営者保証不要） 2億8,000万円以内 運転資金 10年以内

設備資金 10年以内
取扱金融機関の

所定利率

【専門家による確認を
受けた場合】

0.1500～0.8625％
（融資額5,000万円を

上限に横浜市が
1/4助成）

【専門家による確認を
受けていない場合】
0.3375～1.4250％

（融資額5,000万円を
上限に横浜市が

1/4助成）

（２）当協会独自制度
　当協会が独自に創設した保証制度です。保証料割引を行っている制度がございます。

制度名 融資額 保証期間 融資利率（年） 信用保証料率（年）

短期継続保証
（けいぞく）

100万円以上
2,000万円以内

※ただし、直近決算（確定申告）
の平均月商の2倍以内

1年以内 取扱金融機関の
所定利率

0.35～1.80％
（当協会が0.1％割引）

よこはま
アドバンテージ保証 2億8,000万円以内

一括返済の場合  １年以内
分割返済の場合 10年以内

※ただし、設備資金で
不動産担保の提供が
ある場合は15年以内

取扱金融機関の
所定利率

0.35～1.05％
（当協会が0.1％割引）
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トピックス
●●会長就任に伴い取材を受けました会長就任に伴い取材を受けました

当協会の会長が新たに就任したことを受けて、神奈川新聞「トップに聞く」およびタウンニュース「人物風
土記」にて取材をしていただきました。

神奈川新聞「トップに聞く」では、就任による抱負や現在の重点施策、今後の見通しについて発信し、タウ
ンニュース「人物風土記」では、これまでの経歴や学生時代のエピソード、今後の意気込みを語りました。

●●横浜健康経営認証クラスAAAを取得しました横浜健康経営認証クラスAAAを取得しました
横浜市が認証を行う、「横浜健康経営認証」制度でクラスAAA

を取得しました。
横浜健康経営認証とは、従業員等の健康保持・増進の取組が、

将来的に企業の収益性を高める投資であると捉え、従業員の健康
づくりを経営的な視点から考えて「健康経営」に取り組む市内事業
所を、取組状況に応じてクラスＡ～AAAの３区分で認証する制
度です。

当協会は、過去にクラスＡを取得して以来、役職員の健康課題
の把握や健康課題に得した取組を行ってきました。令和４年度は
健康増進普及期間を設定して継続的な運動を日常に取り入れた結
果、クラスAAAを取得することができました。

４月１日、横浜市信用保証協会の会長
に就任した

横山 日出夫さん
瀬谷区在住　61歳

経
済
を
守
り
、
社
会
を
支
え
る

　
○
…
市
内
企
業
の
99
・

５
％
を
占
め
る
中
小
企
業
へ

の
融
資
や
経
営
の
サ
ポ
ー
ト

を
行
う
同
協
会
。
コ
ロ
ナ
禍

や
戦
争
に
よ
る
不
安
定
な
社

会
情
勢
の
中
で
の
就
任
に
、

「
経
済
の
安
定
は
、
前
向
き

な
社
会
に
不
可
欠
。
使
命
感

を
持
っ
て
横
浜
の
経
済
、
社

会
を
支
え
て
い
き
た
い
」
と

力
強
く
語
る
。

　
○
…
大
学
卒
業
後
、
「
市

民
に
身
近
な
と
こ
ろ
で
働
き

た
い
」
と
学
生
時
代
に
な
じ

み
の
あ
っ
た
横
浜
市
役
所
に

入
庁
し
、
39
年
間
勤
務
。
延

べ
14
年
を
過
ご
し
た
財
政
局

で
は
予
算
編
成
に
携
わ
っ

た
。
限
ら
れ
た
財
源
で
、
国

の
情
勢
や
市
民
の
ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ
る
た
め
、
関
係
各
局

と
の
連
携
は
不
可
欠
。
簡
単

で
は
な
い
職
務
の
中
で
「
一

人
の
力
は
小
さ
い
が
、
だ
か

ら
こ
そ
経
験
や
知
識
を
結
集

さ
せ
る
重
要
性
を
学
ん
だ
」

と
回
顧
す
る
。
港
北
区
長
な

ど
区
役
所
勤
務
で
は
、
防

災
・
防
犯
・
交
通
安
全
な
ど

で
住
民
の
サ
ポ
ー
ト
を
肌
で

実
感
。
「
そ
ん
な
人
々
の
暮

ら
し
を
守
る
た
め
、
改
め
て

経
済
は
大
切
だ
と
強
く
思
っ

た
」
と
話
す
。

　
○
…
出
身
は
愛
知
県
。
ジ

ブ
リ
映
画
の
モ
デ
ル
に
も

な
っ
た
大
自
然
の
中
で
育
っ

た
。
学
生
時
代
は
音
楽
に
熱

中
。
中
２
で
母
が
買
っ
て
く

れ
た
ギ
タ
ー
は
今
も
大
切
に

残
し
て
あ
る
。
大
学
で
の
バ

ン
ド
メ
ン
バ
ー
と
は
年
を
重

ね
て
も
年
に
１
度
集
ま
り

「
当
時
の
ス
タ
ジ
オ
で
同
じ

曲
を
演
奏
し
て
。
音
楽
は
80

年
代
で
止
ま
っ
て
い
る
よ
」

と
笑
う
。
休
日
は
愛
犬
の
散

歩
後
、
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
を

見
る
の
が
日
課
。
大
谷
翔
平

選
手
の
大
フ
ァ
ン
で
、
「
妻

と
一
緒
に
ア
ナ
ハ
イ
ム
に
行

き
、
エ
ン
ジ
ェ
ル
ス
の
試
合

と
デ
ィ
ズ
ニ
ー
を
見
に
行
き

た
い
」
と
夢
を
語
る
。

　
○
…
「
信
用
保
証
と
経
営

支
援
」
を
二
本
柱
に
掲
げ

る
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
や
Ｄ
Ｘ
化
な

ど
が
叫
ば
れ
る
中
「
事
業
者

が
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き

る
よ
う
、
し
っ
か
り
支
援
し

た
い
」
と
責
任
感
を
口
に
す

る
。
「
今
の
豊
か
な
社
会
は

前
の
世
代
の
お
か
げ
。
自
分

も
次
の
世
代
に
良
い
社
会
を

つ
な
い
で
い
き
た
い
」

題字は
山中竹春 横浜市長

2022年6月10日　神奈川新聞、同社提供、複製禁止 2022年4月28日　タウンニュース港北区版

トップに聞く

横浜市信用保証協会
　　横山　日出夫　会長

“中小支える安全網に”
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●●「ハマ福★通信」を作成しました「ハマ福★通信」を作成しました
事業実績やトピックスをまとめた広報誌を「ハマ福★通信」事業実績やトピックスをまとめた広報誌を「ハマ福★通信」

としてリニューアルしました。としてリニューアルしました。
ご覧いただく中小企業・小規模事業者の皆さまや関係機関の

皆さまにとって見やすく、より親しみを持っていいただけるよ
う、冊子のタイトルからデザイン、ページ構成等を一新しました。

また、新たな取組として、専門家派遣による経営支援を実施
させていただいた事業者のインタビュー記事を掲載しました。
“ハマのアメ横”と呼ばれる商店街にお店を構える人気鮮魚

店や、ブライダル業界への生花販売を得意とする生花店の社長
にご協力いただいたインタビュー記事は、当協会のホームペー
ジでもご覧いただけます。ぜひ、ご覧ください。

●●ライスレジンからできたマグネットを作成しましたライスレジンからできたマグネットを作成しました
中小企業・小規模事業者の皆さまへのSDGsの啓発とともに、

当協会としてのSDGsの取組をPRすることを目的として、非食
用のお米からできたバイオマスプラスチック（ライスレジン）
を使用したマグネットを作成しました。

当協会のイメージキャラクターである「ハマ福」のかたちに
加工し、可愛らしいデザインに仕上げました。

●●YouTubeチャンネルに動画を投稿しましたYouTubeチャンネルに動画を投稿しました
令和３年度に新たな広報手段として開設したYouTubeチャ

ンネルに、第２弾として創業計画書の記入方法を解説した動画
を投稿しました。

当協会のイメージキャラクター「ハマ福」が、カフェをオープ
ンするまでのストーリーに合わせて、創業計画書を作成する際
のポイントを解説する動画としました。

●●Y-SDGs認証（Superior：上位）を取得しましたY-SDGs認証（Superior：上位）を取得しました
横浜市SDGs認証制度において、「Y-SDGs（Superior：上位）」

を取得しました。
横浜市SDGs認証制度Y-SDGsとは、国連で定めている2030

年のSDGs達成に向けて、横浜市内で取り組む企業・団体等の
事業者を、「環境」、「社会」、「ガバナンス」、「地域」の４つの分野、
30項目で評価し、横浜市が認証することで事業者の更なる取
組支援に繋げることを目的とする制度です。

当協会は令和３年度に（standard：標準）を取得していました
が、令和４年１月１日に「SDGs宣言」を行うなど、SDGsに関す
る取組を推進した結果、ランクアップすることができました。

校　了

I got your back！

巻頭インタビュー
魚幸水産株式会社

代表取締役 茂田井 幸弘
さん

横浜の中小企業の「
明日」を身近でサポ

ート

上 期
令和4年度

横浜市信用保証協
会

イメージキャラク
ター

最終校

I got your back！

横浜の中小企業の「明日」を身近でサポート

横浜市信用保証協会イメージキャラクター

巻頭インタビュー株式会社ヌアンズ
代表取締役 島村 展雄さん

令和4年度

ハマ福★通信はこちらからご覧いただけます

動画はこちらから
ご覧いただけます
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SDGsに関する取組
SustainableSustainable
DevelopmentDevelopment
持続可能な開発持続可能な開発

SDGsの達成を通じて持続可能な社会の実現が求められる昨今、当協会はSDGsSDGsの達成を通じて持続可能な社会の実現が求められる昨今、当協会はSDGs
（持続可能な開発目標）の趣旨に賛同し、達成に貢献するため、様々な課題の解決（持続可能な開発目標）の趣旨に賛同し、達成に貢献するため、様々な課題の解決
に向けた取組を積極的に推進してまいります。に向けた取組を積極的に推進してまいります。

令和４年度経営計画で重点課題として掲げた項目へのSDGsに関する取組状況は、令和４年度経営計画で重点課題として掲げた項目へのSDGsに関する取組状況は、
以下の通りです。以下の通りです。

金融機関等との連携による市内事業者の事業継続に向けた資金繰り支援
●  国、横浜市が行う伴走支援保証制度やSDGsよこはま資金をはじめとする政策保証の推進、個

別企業の状況に即した資金調達を支援し、新しい時代に適合した成長を後押し

地方創生への貢献を果たすため、新たな地域の担い手創出に向けた支援
● 創業や事業承継に関する保証制度を活用した資金調達支援
●  創業期を乗り越えるためのフォローアップを通じた支援
●  横浜市立図書館で創業や事業承継をテーマに、関連図書の展示や保証協会による支援内容の紹

介を通じ、創業や事業承継の理解を深める場の提供

市内事業者の課題に応じた経営支援の取組
●  新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業者への訪問等により経営支援メ

ニューの紹介を行い、抱えている経営課題を確認し、市内事業者へ経営支援を実施
●  市内事業者の事業承継への取組状況や課題を確認するとともに、専門家や「事業承継・引継ぎ

支援センター」等との連携により円滑な事業承継を後押し
●  経営支援メニューや経営改善に繋がったベストプラクティス（経営支援好事例）等を市内事業

者や金融機関等に情報発信

外部支援機関と連携した経営支援の取組
●  横浜市中央図書館や横浜商工会議所と共催で市内事業者向けセミナーを行い経営課題の解決

に向けた知識習得の場の提供
●  神奈川県中小企業活性化協議会、関東経済産業局、神奈川県内３協会の５者連名で「中小企業

の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援に向けた連携協定」を締結し、事業再生
や事業再構築が必要な市内事業者へ個別企業の実情に応じた事業再生支援の実施

　経済課題への取組　
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地域社会の貢献に繋がる活動
●  災害用備蓄食料品をフードバンクを通じて食品支援を必要としている方々へ寄贈
●  日本盲導犬協会の募金箱を設置
●  横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパスでの公開講座や横浜市立大学での出張講義

の実施により信用保証協会の役割等を発信
●  こどもエコ活事業、はまっ子未来カンパニープロジェクト、国際仮装行列等へ協賛
●  障がい者雇用を積極的に行う「かながわ障害者雇用ハート企業」としての取組の推進

職員の活躍
●  横浜健康経営認証AAAを取得し、職員の健康保持・増進の取組の推進
●  休暇取得の推進やノー残業デー、ノー残業ウィークの設定によるワークライフバランスの推進
●  時差出勤による働き方のダイバーシティ推進
●  育休取得後の円滑な職場復帰を目的として、職場復帰支援プログラムを制定
●  職員のキャリアに応じた研修や通信教育による能力開発やスキル向上
●  幅広い知識の吸収を目的として、有識者を講師とした研修を実施

国が選定した「SDGs未来都市・横浜」の一員として持続可能な社会を 
実現するための取組

●  横浜市の「Y-SDGs認証」にて上位認証（Superior）を取得し、持続可能な社会の実現に貢献する
取組を推進

●  印刷物は、環境に配慮したFSC認証紙やベジタブルインクを活用して作成
●  サステナビリティボンドやグリーンボンドへの投資
●  SDGsの更なる推進や親しみやすい雰囲気づくり、働きやすい職場づくりに繋げることを目的

に通年ノーネクタイを開始

　社会課題への取組　

　環境課題への取組　
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●横浜マラソン2022のボランティア活動に参加しました

当協会では、社会貢献活動の一環として、平成27年より
横浜マラソンのボランティア活動に参加しています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中止もあり、久
し振りのボランティア活動となった横浜マラソン2022で
は、役職員34名が赤レンガ倉庫付近にて給水ボランティア
を行い、数多くのランナーの力となるように活動しました。

●横浜市立大学エクステンション講座で出張講義を行いました

横浜市立大学がみなとみらいサテライトキャンパスで実施
しているエクステンション講座で出張講義を実施しました。

本講義は市民の皆さまを対象に、現場の体験を交えながら
信用保証協会の役割や中小企業の資金調達の実態を知ってい
ただくことを狙いとしました。

講義では「スタートアップ企業の経営者が持つべき選択肢」
と題して、デットファイナンスによる資金調達にフォーカスし
た、スタートアップ企業経営者に必要な知識を解説しました。

参加された方からは、「信用保証協会の役割を理解できた」
等の感想をいただきました。

社会貢献活動
当協会では、信用保証業務に留まらず、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。当協会では、信用保証業務に留まらず、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

●横浜市立大学で出張講義を行いました

横浜市立大学 国際商学部「コーポレート・ファイナンス（河
瀬宏則准教授）」で「中小企業・小規模事業者の資金調達」と題
した講義を実施しました。

同大学での出張講義は令和元年度に開始し４回目となり、
前回に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、オンライン授業となりました。

受講した学生からは、「横浜市信用保証協会の業務内容や
コロナ禍における中小企業の在り方など幅広く学ぶことがで
きました」等の感想をいただきました。
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●●「はまっ子未来カンパニープロジェクト」へ協賛しました「はまっ子未来カンパニープロジェクト」へ協賛しました

当協会では、平成28年度より、横浜市が自分づくり教育当協会では、平成28年度より、横浜市が自分づくり教育
の一環として実施している「はまっ子未来カンパニープロの一環として実施している「はまっ子未来カンパニープロ
ジェクト」に協賛しています。ジェクト」に協賛しています。
「はまっ子未来カンパニープロジェクト」は、横浜市教育「はまっ子未来カンパニープロジェクト」は、横浜市教育

委員会が中心となり、横浜の子どもたちが地域や社会の課委員会が中心となり、横浜の子どもたちが地域や社会の課
題と向き合い、学校と企業・地域・外部機関が連携して解題と向き合い、学校と企業・地域・外部機関が連携して解
決に向けて取り組むことで、地域貢献意識等を育むことを決に向けて取り組むことで、地域貢献意識等を育むことを
目的として実施されています。目的として実施されています。

●日本盲導犬協会の募金箱を設置しました

当協会北部支所に、公益財団法人 日本盲導犬協会の募
金箱を設置しました。

北部支所の近くには神奈川訓練センターがあり、新横浜
駅周辺にて盲導犬の歩行訓練を目にしていたことをきっか
けに同センターを訪問しました。

そこでは、国内で実働している盲導犬頭数に対して、将
来、盲導犬を希望する方は遥かに多く存在し、盲導犬の育
成が追いついていないことを知りました。

この取組は、急務とされている盲導犬と盲導犬訓練士の
育成に役立てられています。

●災害備蓄品の寄贈、使用済み切手の寄付を行いました

災害備蓄用品のレスキューフーズ（クラッカー）240缶
を、NPO法人フードバンク横浜を通じて食品支援を必要
としている方々へ寄贈しました。

また、使用済み切手は、（福）横浜市保土ケ谷区社会福祉
協議会および（福）横浜市青葉区社会福祉協議会を通じて、
慈善団体へ寄付しました。寄付した使用済み切手は換金さ
れ、社会貢献活動に活用されます。
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●貸借対照表
借　　方 貸　　方

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
現金 149,953 基本財産 28,096,949,005

現金 149,953 基金 9,844,209,500
小切手 0 基金準備金 18,252,739,505

預け金 10,377,524,094 制度改革促進基金 0
当座預金 0 収支差額変動準備金 9,946,486,590
普通預金 772,097,489 その他有価証券評価差額金 215,141,184
通知預金 2,000,000,000 責任準備金 3,918,720,356
定期預金 7,600,000,000 求償権償却準備金 1,968,305,662
郵便貯金 5,426,605 退職給与引当金 504,947,989

金銭信託 0 損失補償金 0
有価証券 48,354,806,566 保証債務 600,829,195,692

国債 0 求償権補填金 0
地方債 24,800,000,000 保険金 0
社債 23,300,000,000 損失補償補填金 0
株式 250,558,784 借入金 0
受益証券 0 長期借入金 0
新株予約権 0 （うち日本政策金融公庫分） 0
ファンド出資 4,247,782 短期借入金 0
譲渡性預金 0 （うち日本政策金融公庫分） 0
その他 0 収支差額変動準備金造成資金 0

動産・不動産 187,500,794 雑勘定 19,619,683,374
事業用不動産 86,332,262 仮受金 146,312,768
事業用動産 101,168,532 保険納付金 45,704,235
所有動産・不動産 0 損失補償納付金 11,408,718
建設仮勘定 0 未経過保証料 19,360,756,825

損失補償金見返 0 未払保険料 2,016,487
保証債務見返 600,829,195,692 未払費用 53,484,341
求償権 3,989,012,979 有価証券未払金 0
譲受債権 0
雑勘定 1,361,239,774

仮払金 26,622,605
保証金 0
厚生基金 142,375,550
連合会勘定 0
未収利息 56,838,668
有価証券未収入金 0
未経過保険料 1,135,402,951

合　　計 665,099,429,852 合　　計 665,099,429,852

（単位：円）
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●●貸借対照表貸借対照表の用語解説の用語解説
借　　方

現　金
預け金

有価証券

動産・不動産

求償権

未経過保険料

その他

支　　出

基本財産

収支差額変動準備金

責任準備金

求償権償却準備金

退職給与引当金

未経過保証料

未払保険料

その他

代位弁済累計額から
既受領保険金等相当
額を控除した額です。

収支差額に欠損が生
じた場合や急激な保
証の増大等により基
本財産の増強が必要
となった場合に備え
収支差額の一部を積
み立てています。

当年度中に日本政策
金融公庫に支払った
保険料のうち翌年度
以降に帰属する部分
を計上しています。

※保証債務見返（資産）と保証債務（負債）は同額のため、この表から除いてあります。
※業務方法書の改正に伴い、当事業年度から責任準備金の積立方法を変更しております。
　 責任準備金の積立方法の変更については、業務方法書の取扱いに従っており、変更後の積立方法に基づく当事業

年度の期首の責任準備金と、前事業年度末の責任準備金との差額を、当事業年度の期首の収支変動差額準備金に
反映しております。

　 この結果、当事業年度の期首において、責任準備金が285,615,608円増加し、収支差額変動準備金が同額減少し
ております。

受入保証料のうち翌年
度以降に帰属する部分
を計上しています。

地方債や社債等を保
有し運用しています。

株式会社の資本金に
相当します。
出えん金と金融機関
等負担金からなる「基
金」と過去の収支差額
の累計の「基金準備
金」により構成されて
います。
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●収支計算書
支出の部 収入の部

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
経常支出 4,200,984,871 経常収入 6,920,936,649

業務費 1,468,121,685 保証料 6,279,691,511
役職員給与 665,419,951 預け金利息 13,617,319
退職給与引当金繰入 40,535,671 有価証券利息配当金 205,263,594
その他人件費 133,474,157 調査料 0
旅費 641,555 延滞保証料 0
事務費 363,851,983 損害金 67,577,495
賃借料 147,120,549 事務補助金 30,987,356
動産・不動産償却 14,414,342 責任共有負担金 310,474,000
信用調査費 10,239,482 雑収入 13,325,374
債権管理費 59,494,120
指導普及費 16,216,275
負担金 16,713,600

借入金利息 0
信用保険料 2,730,968,628
責任共有負担金納付金 0
雑支出 1,894,558

経常収支差額 2,719,951,778
経常外支出 10,415,311,558 経常外収入 10,071,633,190

求償権償却 4,513,623,018 償却求償権回収金 138,552,164
譲受債権償却 0 責任準備金戻入 4,165,881,361
雑勘定償却 5,647,700 求償権償却準備金戻入 1,527,389,113
有価証券評価損 0 求償権補填金戻入 4,239,233,612
有価証券売却損 0 保険金 3,957,667,351

退職金 8,998,512 損失補償補填金 281,566,261
責任準備金繰入 3,918,720,356 有価証券評価益 0
求償権償却準備金繰入 1,968,305,662 有価証券売却益 0
その他支出 16,310 補助金 0

経常外収支差額 △ 343,678,368 その他収入 576,940

当期収支差額 2,376,273,410
収支差額変動準備金繰入額 1,188,136,705
基本財産繰入額 1,188,136,705

（単位：円）

ご
挨
拶

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

個
人
情
報

保
護
宣
言

事
業
計
画
・

評
価

信
用
保
証
制
度
の

ご
案
内

事
業
者
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
支
援

ト
ピ
ッ
ク
ス

主
な
保
証
制
度

信
用
保
証
の

動
向

社
会
貢
献
活
動

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に

関
す
る
取
組

広
報
活
動

令
和
４
年
度

決
算

ご
相
談
窓
口
の

ご
案
内

令
和
４
年
度

決
算

41



■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　横浜市信用保証協会の現況 DISCLOSURE 2023　■ ■　横浜市信用保証協会の現況 DISCLOSURE 2023　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■

●●収支計算書の用語解説収支計算書の用語解説
支　　出

業務費

経
常
支
出信用保険料

責任共有負担金納付金

求償権償却

経
常
外
支
出

責任準備金繰入

求償権償却準備金繰入

その他

経常収支差額 当
期
収
支
差
額経常外収支差額

収　　入

経
常
収
入

保証料

預け金利息等
責任共有負担金
その他

経
常
外
収
入

責任準備金戻入

求償権償却準備金戻入

求償権補填金戻入

その他

年度末求償権のうち
回収不能分や求償権
補填金相当額を計上
しています。

求償権の一定割合を
積み立てています（洗
替方式のため繰入と
戻入が発生）。

負担金方式を選択し
た金融機関から受領
した負担金を計上し
ています。

保証債務残高の一定
割合を積み立ててい
ます（洗替方式のため
繰入と戻入が発生）。

代位弁済により日本
政策金融公庫から受
領した保険金と横浜
市等から受領した代
位弁済補填金を計上
しています。

日本政策金融公庫へ
支払った当年度に対
応する信用保険料を
計上しています。

金融機関から受領し
た負担金の一定割合
を日本政策金融公庫
に納付しています。

受入保証料のうち当
年度に対応する部分
を計上しています。
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●基本財産
基本財産とは、一般企業の資本金に相当するもので、信用保証協会が引き受けた保証債務の最終担保的な

性格があります。このことから、当協会が引き受ける保証債務の最高限度額は、定款の定めにより基本財産
の50倍（定款倍率）となっています。このため、中小企業の保証需要に安定して応え、公共的使命を果たし
ていくためには、基本財産の充実が不可欠となっています。

●基本財産の構成
基本財産は①基金②基金準備金で構成されています。
①基金は、横浜市からの拠出である出えん金と金融機関等負担金で構成されています。
② 基金準備金は、毎事業年度決算における収支差額のうち、基金準備金として繰り入れた累計で、信用保

証協会の自己造成資金です。

基本財産 280億97百万円

①基金 98億44百万円

出えん金 76億28百万円

金融機関等負担金 22億16百万円

②基金準備金 182億53百万円

■ 基金
■ 出えん金
■ 金融機関等負担金
■ 基金準備金

基金準備金
65％

基金
35％

出えん金
27％

金融機関等負担金
8％

基本財産
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本 　 　 所
保証担当地区
■中区　■磯子区
　〒231－8505　中区山下町22（山下町SSKビル９階・10階）
　（９階） 総務部（総務課、企画情報課）
 TEL：045-662-6622　FAX：045-662-6921
 コンプライアンス統括室
 TEL：045-662-6627　FAX：045-662-6927
　（10階） 経営支援部　経営支援室（経営支援課、期中支援課）
 TEL：045-662-6624　FAX：045-661-0519
 経営支援部（保証統括課、保証課）
 TEL：045-662-6623　FAX：045-661-0089
 管理部（管理統括課）
 TEL：045-662-6625　FAX：045-681-3386
 管理部（管理第一課、管理第二課）
 TEL：045-662-9927　FAX：045-226-5122
＜アクセス＞ みなとみらい線日本大通り駅　３番情文センター出口より徒歩約３分
 JR関内駅　南口より徒歩約12分・JR石川町駅　中華街口より徒歩約13分
 横浜市営地下鉄関内駅　１番出口より徒歩約12分

横浜港
郵便局 ザ・コンチネンタル横浜

神奈川
県民ホール

シルク
センター

大
桟
橋
通
り

海岸通り

横浜港

日
本
大
通
り

大
桟
橋

横浜地裁

横浜公園

横浜
スタジアム

中区役所

中華
街大
通り

←横浜

延
平
門

みなとみらい線
日本大通り駅

JR石川町駅
JR根岸線

JR関内駅
←横浜

←横浜

↓上大岡 磯子→

山下公園

関内駅 市
営
地
下
鉄

山下町SSKビル 9階・10階

県庁
県庁新庁舎

元町・中華街→

みなと
総合高

中華街
北門 善隣門

加賀町
警察署

ロイヤルホール

北 部 支 所
保証担当地区
■港北区　■緑区　■青葉区　■都筑区
　〒222－0033　港北区新横浜３－９－18（新横浜TECHビルB館６階）
　TEL：045-470-5600　FAX：045-470-7170
＜アクセス＞ JR新横浜駅「横浜アリーナ」方面出口から徒歩約７分
 横浜市営地下鉄新横浜駅　７番出口より徒歩約４分
 

横浜
アリーナ

新横浜
プリンスホテル

市
営
地
下
鉄

↑
あ
ざ
み
野

新
横
浜
駅

東海道新幹線

環状2号線 歩道橋歩道橋歩道橋歩道橋

東京→←小田原

横浜↓
横浜→

JR横浜線

新横浜TECHビル B館6階

←町田

JR新横浜駅

キュービックプラザ

ロータリー

南 部 支 所
保証担当地区
■南区　■金沢区　■戸塚区　■港南区　■栄区　■泉区
　〒233－0002　港南区上大岡西１－６－１（ゆめおおおかオフィスタワー 22階）
　TEL：045-844-6621　FAX：045-845-0641
＜アクセス＞ 京浜急行上大岡駅　３階改札口より徒歩約３分
 横浜市営地下鉄上大岡駅　６番出口より徒歩約３分

←上永谷

横浜→

横浜→

←金沢文庫

ミオカ

camio

京浜急行線

上大岡駅
市営地下鉄

鎌倉街道

上大岡駅
京急百貨店

ゆめおおおかオフィスタワー 22階
メインエントランスは2階です

西 部 支 所
保証担当地区
■鶴見区　■神奈川区　■西区　■保土ケ谷区　■旭区　■瀬谷区
　〒220－0004　西区北幸１－６－１（横浜ファーストビル７階）
　TEL：045-319-5335　FAX：045-319-5340
＜アクセス＞ 横浜駅　西口より徒歩約３分
 横浜市営地下鉄横浜駅　10番出口より徒歩約１分 ロータリー

市
営
地
下
鉄

関
内
↓

↑
新
横
浜

横
浜
駅

東京→←戸塚

横浜
髙島屋

横浜駅
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当協会は本所の他、新横浜駅に北部支所、横浜駅に西部支所、上大岡駅に南部支所と４拠点体制としています。
窓口開設時間：９時～17時（土日、祝日、年末年始（12月29日～１月３日）を除く）
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SIAAマークはISO22196法に
より評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラ
インで品質管理・情報公開され
た製品に表示されています。

https://www.sinpo-yokohama.or.jp
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